
独立行政法人大学評価・学位授与機構の平成１８年度に係る業務の実績に関する評価

全体評価

①評価結果の総括

（イ） 適正な運営体制の下、年度計画を着実に実行するとともに、評価と学位授与の双方の事業に関して着実に工夫と改善を行っている。

（ロ） 大学評価に関しては、実績を積み上げつつあり、今後実施数の増加が見込まれる評価業務への準備・対応への努力が十分に行わ

れている。

（ハ） 学位授与に関してはユーザー利便性の向上が図られており、調査・研究については各分野の専門家により研究が進められている。

＜参考＞ ・業務の質の向上： Ａ ・財務内容の改善： Ａ・業務運営の効率化： Ａ 等

②評価結果を通じて得られた法人の今後の課題

（イ） 認証評価に関しては、次の３点が課題である。

・民間の評価機関と機構が行う認証評価の特色及び独自性を踏まえ、

我が国に大学評価を根付かせるため、機構が行う認証評価の役割を

明確にするべきである。

・認証評価が本格化してくることに備えた体制を整備する必要がある。

・大学評価に関する研究をより深め、他の評価機関との連携を

強める必要がある。（項目別－２３参照）

（ロ） 学位授与事業に関しては、次の２点が課題である。

・機構の学位の機能、意義について社会の理解を求める必要

がある。 （項目別－１２，１７参照）

・機構の学位を求める人々の便宜が図られているが、諸手続きを

より一層分かりやすいものにするべきである。（項目別－１１参照）

（ハ） 大学評価研究については、大学制度についても視野に入れて

研究を行うべきである。（項目別－１５参照）

（ニ） 政府の方針に沿った人件費削減への対応の際に、職員の負担増

や事業の質の低下を招かないよう留意する必要がある。

（項目別－２７参照）

③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性

（イ） 認証評価に関して

・我が国の認証評価がより適切に行われるよう、機構が

先導的な役割を果たすべきである。

・認証評価の体制整備は引き続き進めていくべきである。

・評価についての専門研究者の育成を通じ、研究の推進を

図るとともに、大学や民間機関と連携しつつ、日本における

大学評価に関する研究の中心的存在となることを目指す

べきである。

（ロ） 学位授与事業に関して引き続き、学位に関する積極的な

情報提供を行うべきである。

（ニ） 職員の負担増や業務の質の低下を招かないよう留意し

つつ、人件費削減への確実な取組が求められる。
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項目別評価総表

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

Ⅰ　業務運営の効率化に関する目標を達
成するためとるべき措置 Ａ 調査及び研究 Ａ Ａ Ａ

業務の効率化 Ａ A Ａ （１）大学等の教育研究活動等の状況
についての評価に関する調査及び研究 Ａ Ａ Ａ

１）調査研究プロジェクト Ａ Ａ Ａ

２）研究成果の公表等 Ａ Ａ Ａ

大学等の教育研究活動等の状況につい
ての評価 Ａ A A

（１）大学等の教育研究等の総合的状
況に関する評価 Ａ A A

１）大学の教育研究等の総合的状況
に関する評価 Ｂ A A １）調査研究プロジェクト Ａ A A

２）短期大学の教育研究等の総合的
状況に関する評価 Ｂ A A ２）研究成果の公表等 Ａ A A

３）高等専門学校の教育研究等の総
合的状況に関する評価 Ａ＋ A A 情報の収集、整理、提供 Ｂ Ｂ A

（２）専門職大学院の教育研究活動の
状況に関する評価 Ａ＋ A A （１）評価に関する情報の収集、整理、

提供 Ｂ Ｂ A

（３）国立大学及び大学共同利用機関
の教育研究活動に関する評価 Ｂ A A １）大学情報データベースシステムに

よる情報の収集、整理、提供 Ｂ Ｂ A

学位授与 Ａ＋ Ａ＋ A

（１）単位積み上げ型による学士の学位
授与について Ａ＋ Ａ＋ A

（２）省庁大学校修了者に対する学位授
与について Ａ Ａ A （２）学習の機会に関する情報の収集、

整理、提供 Ａ Ａ Ａ

項目名
中期目標期間中の評価の経年変化※

項目名
中期目標期間中の評価の経年変化※

独立行政法人大学評価・学位授与機構の平成１８年度に係る業務の実績に関する評価

Ａ

Ａ
Ⅱ　国民に対して提供するサービスその
他の業務の質の向上に関する目標を達
成するためとるべき措置

（２）学位の授与を行うために必要な学
習の成果の評価に関する調査及び研
究

Ａ Ａ

２） 国内外の大学及び評価機関の評
価に関する情報、評価に関する調査
研究資料等の収集、整理、提供

Ｂ Ａ Ａ
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その他の業務

（１）国内外の他の関連機関等との連携・
協力 Ａ Ａ Ａ

（２）広報活動の実施 Ｂ Ｂ Ａ

（３）大学等の評価に関する普及活動の実
施 Ａ Ａ Ａ

業務運営

（１）運営体制の整備 Ａ Ａ Ａ

（２）自己点検・評価の実施 Ａ Ａ Ａ

Ⅲ～Ⅵ　財務内容の改善 Ａ

財務内容の改善に関する事項等 Ａ Ａ Ａ

Ⅶ　その他主務省令で定める業務運営に
関する事項 Ａ

人事に関する計画 Ａ A A

　○評価の評定について
　【平成１６年度～平成１７年度】
　　Ａ＋：特に優れた実績を上げている。
　　Ａ：中期計画を十分に履行し、中期目標に向かって着実に成果を上げている。
　　Ｂ：中期計画をほぼ履行し、中期目標に向かっておおむね成果を上げている。
　　Ｃ：中期計画をほぼ履行しておらず、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。
　　Ｃ－：評価委員会として業務改善の勧告を行う必要がある。

　【平成１８年度～】
　　Ｓ：特に優れた実績を上げている。
　　Ａ：中期目標通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標の達成に向かって順調、
　　　　または中期目標を上回るペースで実績を上げている。
　　Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標
　　　　を達成し得ると判断される。
　　Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。
　　Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。
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【参考資料１】予算、収支計画及び資金計画に対する実績の経年比較（過去５年分を記載）

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
収入 支出
　運営費交付金 2,189 2,189 2,074 　業務等経費 1,645 1,717 1,605
 大学等認証評価手数料 0 64 118 　大学等評価経費 0 64 118
　学位授与審査等手数料 83 87 88 　学位授与審査等経費 83 87 88
　その他 8 9 11 　一般管理費 463 462 419
　寄附金等収入 5 10 15

　計 2,285 2,359 2,306 　計 2,191 2,330 2,231

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
費用 収益
　経常費用 2,140 2,293 2,250 　経常収益 2,140 2,293 2,250
　　業務費 1,628 1,771 1,771 　　運営費交付金収益 2,021 2,096 1,986
　　　大学評価事業経費 579 650 653 　　資産見返負債戻入 27 35 40

  　大学等認証評価手数料 0 64 118
　　　学位授与事業経費 331 341 355 　　学位審査手数料収入 83 87 88
　　　その他事業経費 718 780 763 　　財産貸付料収入 8 9 10
　　一般管理費 513 522 479 　　寄附金収益 2 2 7
　　財務費用 0 0 0 　　その他手数料収入 0 0 0
　　雑損 0 0 0 　　財務収益 0 0 0
　臨時損失 269　(注1) 0 0 　　雑益 0 0 0

　臨時利益 269　(注1) 0 0

　計 2,409 2,293 2,250 　計 2,409 2,293 2,250
当期純利益 0 0 0
当期総利益 0 0 0

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
資金支出 資金収入
　業務活動による支出 1,542 2,607 2,332 　業務活動による収入 2,307 2,360 2,324
　　業務費支出 250 1,206 857 　　運営費交付金収入 2,189 2,189 2,074
　　人件費支出 1,153 1,227 1,252 　　手数料収入 92 147 207
　　一般管理費支出 133 168 212 　　寄附金収入 12 8 15
　　預り科学研究費補助金の払出 7 7 11 　　預り科学研究費補助金の受入 7 7 14
　投資活動による支出 66 70 19 　　その他の業務収入 8 9 15
　　有形固定資産の取得による支出 66 70 17 　　利息の受取額 0 0 0
　財務活動による支出 0 0 0 　投資活動による収入 0 0 0

　財務活動による収入 0 0 0

　計 （注２） 1,608 2,678 2,351 　計 2,307 2,360 2,324

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

備考
 注１）　独法会計基準に基づき、法人化の際に国から無償譲渡された資産のうち、金額的に重要性のない少額の資産については消耗品費として臨時損失に費用計上し、そ
の費用計上に対応して物品受贈益として臨時利益を計上している。
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【参考資料２】貸借対照表の経年比較（過去５年分を記載）
区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

資産 負債
　流動資産 709 395 367 　流動負債 710 398 368
　固定資産 7,510 7,379 7,192 　固定負債 213 248 229

　負債合計 924 646 596
資本
　資本金 7,471 7,471 7,471
　資本剰余金 （注３） △ 176 △343 △508
　利益剰余金 0 0 0
　（うち当期未処分利益） 0 0 0

　資本合計 7,295 7,128 6,963
　資産合計 8,219 7,774 7,559 負債資本合計 8,219 7,774 7,559

【参考資料３】利益（又は損失）の処分についての経年比較（過去５年分を記載）　（単位：百万円）
区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

Ⅰ　当期未処分利益
　当期総利益 0 0 0

Ⅱ　利益処分額
　積立金 0 0 0

【参考資料４】人員の増減の経年比較（過去５年分を記載） （単位：人）
職種 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

常勤職員 141 142 138

備考
注３）　各年度資本剰余金がマイナスになっているのは、法人化の際に国から現物出資財産のうち、減価に対応すべき収益の獲得が予定されていない固定資産の減価償却
相当額は、資本剰余金の控除項目である損益外減価償却累計額として計上するため。資本剰余金が少額な当機構の場合、損益外減価償却累計額控除後の資本剰余金合
計はマイナスとなる。

（単位：百万円）

備考
　注２）１６年度から１７年度にかけて資金支出が大幅に増えているのは、次の要因による。
　　　　　　　①認証評価が始まったことにより、費用が増えたことによるもの
　　        　　　　　経常費用　H16年度　2,140,488千円
　　　　　 　        　　　　　　　　H17年度　2,293,087千円
　　　　　　　②H16年度は法人初年度のため、前期の未払金の支払いがないこと及びH16年度
　　　　　　　　 に 計上した未払金の支払いが、H17年度に行われていることなどによるもの
　　                                    H16年度末の未払金残額　586,348千円
　　                                    H17年度末の未払金残額　242,746千円
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○

○

○

　平成17年度に認証評価を実施した大学，短期大学，高等専門学校，法科大学院及び
評価担当者に対し，評価の有効性，適切性について検証するため，アンケート調査及
びインタビュー調査を行った。この検証により，機構の実施した認証評価について，
評価できる点，課題となる点を明らかにすることができ，評価の実施方法の改善に活
かした。
　法科大学院以外の専門職大学院の評価基準等を検討するに当たり，各分野の専門職
大学院等に出向き情報収集を行い，これまでに機構が策定した機関別認証評価基準や
法科大学院評価基準等を参考に，評価基準の構成等について検討を重ね，専門職大学
院認証評価に関する検討会議において，それぞれの専門の立場からの有用な意見を得
ながら，「専門職大学院の評価基準モデル」を作成し，公表した。
　平成17年度に引き続き，国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究評価に
関して，文部科学省国立大学法人評価委員会の審議状況も踏まえ，国立大学教育研究
評価委員会において教育研究活動等の水準の向上等に資することができるような効果
的な評価方法等の検討を行った。
　平成19年度に予定されている機構の評価担当者に対する研修会及び国立大学法人等
の評価担当者に対する説明会に向けて，具体的な評価実施方法等の検討を進める。
　また，平成20年度に予定されている国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育
研究評価の実施に向け，評価時に必要となる情報・データの内容の整理や大学情報
データベースの収集したデータの分析等に係る機能の整備を行い，検討状況について
国立大学法人関係者等に対して情報提供した。

Ａ
○　大学，短期大学及び高等専門学校の各機関別認証評価
委員会の下に評価部会及び財務専門部会等を設置し，また
法科大学院認証評価委員会の下に評価部会及び運営連絡会
議を設置した。評価担当者については，各関係団体等に対
して広く候補者の推薦依頼を行い，適切な評価担当者を任
命するなど，評価体制の整備を図るとともに、平成19年度
評価の実施に向けて，各機関別認証評価実施大綱及び各評
価基準，法科大学院評価基準要綱について見直しを行い，
意見照会（パブリックコメント）を経て改訂していること
は評価できる。
○　評価担当者に対する研修については，「自己評価イ
メージ」を用いて実際の評価をシミュレーションするなど
の工夫を取り入れ，参加者の活発な質疑応答や意見交換を
引き出すなど，機構の評価目的，内容，具体的な評価方法
等について評価担当者の共通認識を深めるなどの取組は評
価できる。
○　評価の実施については，平成18年度の認証評価に申請
があった10大学，１短期大学及び18高等専門学校について,
予定どおり書面調査及び訪問調査を実施し，平成19年３月
に評価結果を確定し，対象校に通知するとともに，機構の
ウェブサイトに掲載したことは評価できる。
○　法科大学院認証評価（予備評価）に申請があった13法
科大学院について，予定どおり予備評価を実施し，平成19
年３月に予備評価の結果を確定し，対象大学に通知したこ
とは評価できる。
○　平成19年度実施の認証評価については，38大学，２短
期大学及び20高等専門学校及び14法科大学院（本評価11大
学，予備評価３大学）の申請を受け付けた。申請を促すた
めに，事前に実施した意向調査の状況を踏まえつつ，各機
関への訪問説明等が行われたことは評価できる。
○　評価担当者の研修や大学等の意見を聞きながら評価方
法等を逐次整備したことは、評価できる。引き続き、限ら
れたリソースを有効に活用し、高等教育の質の保証を図る
という社会の要請に応えた認証評価を実施するため、評価
の社会への明確化や評価方法の工夫・改善を期待する。
○　法科大学院以外の専門職大学院の評価基準等を検討す
る
に当たり，各分野の専門職大学院等に出向き情報収集を行
い，これまでに機構が策定した機関別認証評価基準や法科
大
学院評価基準等を参考に，評価基準の構成等について検討
を
重ね，「専門職大学院の評価基準モデル」を作成し，公表し
ていることは評価できる。
○　平成17年度に引き続き，国立大学法人及び大学共同利用
機関法人の教育研究評価に関して，文部科学省国立大学法人
評価委員会の審議状況も踏まえ，国立大学教育研究評価委員
会において教育研究活動等の水準の向上等に資することがで
きるような効果的な評価方法等の検討が行われていることは
評価できる。
○　平成20年度に予定されている国立大学法人及び大学共同
利用機関法人の教育研究評価の実施に向け，評価時に必要と
なる情報・データの内容の整理や大学情報データベースの収
集したデータの分析等に係る機能の整備を行い，検討状況に
ついて国立大学法人関係者等に対して情報提供されているこ
とは評価できる。

独立行政法人大学評価・学位授与機構の平成１８年度に係る業務の実績に関する評価

　
 大学等の教育研究活動等の状況についての評価 ○

○

○

中期計画

１　業務の質の向上　

平成１８年度計画

（１）大学等の教育研究活動等の状況についての評価（Ⅱ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置：評定Ａ）

委員のコメント中期計画・年度計画に対する実施状況 評定評価の観点

　
　大学，短期大学及び高等専門学校の各機関別認証評価委員会の下に評価部会及び財
務専門部会等を設置し，また法科大学院認証評価委員会の下に評価部会及び運営連絡
会議を設置した。評価担当者については，各関係団体等に対して広く候補者の推薦依
頼を行い，適切な評価担当者を任命するなど，評価体制の整備を図った。
　平成19年度評価の実施に向けて，各機関別認証評価実施大綱及び各評価基準，法科
大学院評価基準要綱について見直しを行い，意見照会（パブリックコメント）を経て
改訂した。
　評価担当者に対する研修については，「自己評価イメージ」を用いて実際の評価を
シミュレーションするなどの工夫を取り入れ，参加者の活発な質疑応答や意見交換を
引き出すなど，機構の評価目的，内容，具体的な評価方法等について評価担当者の共
通認識を深めた。
　評価の実施については，平成18年度の認証評価に申請があった10大学，１短期大学
及び18高等専門学校について,予定どおり書面調査及び訪問調査を実施し，平成19年３
月に評価結果を確定し，対象校に通知するとともに，機構のウェブサイトに掲載し
た。
　法科大学院認証評価（予備評価）に申請があった13法科大学院について，予定どお
り予備評価を実施し，平成19年３月に予備評価の結果を確定し，対象大学に通知し
た。
　平成19年度実施の認証評価については，38大学，２短期大学及び20高等専門学校及

　
 大学等の教育研究活動等の状況についての評価 ○

○

○

○

○

○

　大学等からの求めに
応じて、大学等の教育
研究等の総合的状況に
関する評価を適切に
行っているか。

  大学からの求めに応
じて、当該大学の法科
大学院の教育研究活動
の状況を適切に評価し
ているか。（法科大学
院以外の専門職大学院
においては、教育研究
活動等の状況に関する
評価について、適切に
検討しているか。）

　国立大学法人等の教
育研究活動の状況につ
いて、効果的な評価方
法等の検討を適切に行
い、基本的方向性等を
適切に整理している
か。
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（１） （１） ○
　
　大学等からの求めに
応じて、大学等の教育
研究等の総合的状況に
関する評価を適切に
行っているか。

○

○

○

○

　大学，短期大学及び高等専門学校の各機関別認証評価委員会の下に，評価部会及び
財務専門部会等を設置し，評価担当者となる専門委員について，各団体等に対して広
く候補者の推薦依頼を行い，適切な評価担当者を任命するなど，評価体制の整備を
図った。
　平成19年度評価の実施に向けて，各機関別認証評価実施大綱及び各評価基準につい
て見直しを行い，意見照会（パブリックコメント）を経て改訂した。
　評価担当者に対する研修については，「自己評価イメージ」を用いて実際の評価を
シミュレーションするなどの工夫を取り入れ，参加者の活発な質疑応答や意見交換を
引き出すなど，機構の評価目的，内容，評価方法等について評価担当者の共通認識を
深めた。
　評価の実施については，平成18年度の認証評価に申請があった10大学，１短期大学
及び18高等専門学校について，予定どおり書面調査及び訪問調査を実施し，平成19年
３月に評価結果を確定し，対象校に通知するとともに，機構のウェブサイトに掲載し
た。
　

○　平成17年度に認証評価を実施した大学，短期大学，高
等専門学校，法科大学院及び評価担当者に対し，評価の有
効性，適切性について検証するため，アンケート調査及び
インタビュー調査が行われた。この検証により，大学評
価・学位授与機構の実施した認証評価について，評価でき
る点，課題となる点を明らかし、評価の実施方法の改善に
活かしていることは評価できる。一方、現在、大学評価・
学位授与機構に評価の申請をするのは国立大学中心となっ
ており、アンケート調査の対象も国立大学が中心となると
考えられるが、私立大学等からの意見を反映できる体制を
今後も維持していく必要がある。

○

○

　平成19年度実施の認証評価については，38大学，２短期大学及び20高等専門学校の
申請を受け付けた。申請を促すため，事前に実施した意向調査の結果を踏まえつつ，
各機関への訪問説明を行った。
　平成17年度に認証評価を実施した大学，短期大学，高等専門学校に対して行ったア
ンケート調査等の結果から，機構の実施した認証評価について，評価できる点，課題
となる点を明らかにすることができ，評価の実施方法の改善に活かした。

１） １） ○
 
　大学の教育研究等の
総合的状況に関する評
価を適切に行っている
か。

○

○

○

○

　大学機関別認証評価委員会の下に，評価部会，財務専門部会及び運営小委員会を設
置し，評価担当者となる専門委員について，大学関係団体，学協会及び経済団体等に
対して広く候補者の推薦依頼を行い，適切な評価担当者を任命するなど，評価体制の
整備を図った。
　平成19年度評価の実施に向けて，評価の実施内容等の見直しを行い，大学機関別認
証評価実施大綱及び大学評価基準について，意見照会（パブリックコメント）を経て
改訂した。また，自己評価実施要項及び評価実施手引書についても改訂を行った。
　評価担当者に対する研修については，同一プログラムの研修会を２回開催し、評価
担当者の都合の良い日に参加できるようにするとともに、「自己評価イメージ」を用
いて実際の評価をシミュレーションするなどの工夫を取り入れ，参加者の活発な質疑
応答や意見交換を引き出すなど，機構の評価の目的，内容及び方法等について評価担
当者の共通認識を深めた。
　評価の実施については，平成18年度の認証評価に申請があった10大学について，予
定どおり書面調査及び訪問調査を実施し，対象大学からの意見の申立てについて審議
を経た上で評価結果を確定し，平成19年３月に対象大学に評価結果を通知するととも
に，機構のウェブサイトに掲載した。
　なお、意見の申立てのあった４大学については、申立ての内容や、その対応につい
ても記載した評価結果を対象大学に送付するとともに公表した。

○

○

　平成19年度実施の認証評価については38大学の申請を受け付けた。申請を促すた
め，事前に実施した意向調査の状況を踏まえつつ，機構への申請について検討してい
る大学を訪問し，詳細な内容を説明するなどの取り組みを行った。
　平成17年度に認証評価を実施した大学及び評価担当者に対して行ったアンケート調
査の結果から，機構の実施した認証評価について，評価できる点，課題となる点を明
らかにすることができた。平成18年度に実施した評価についても同様の検証を行い，
さらに機構の行う認証評価の改善充実に資することとしている。
　また，把握された課題等については，可能なものから改善を図っていくことが必要
であることから，平成18年度においても，説明会，研修会の説明内容を充実するなど
の工夫を行った。
　これらの検証結果については，「平成17年度に実施した大学機関別認証評価及び短
期大学機関別認証評価に関する検証結果報告書」として取りまとめた。

○　平成19年度実施の認証評価については38大学の申請を
受け付けた。申請を促すため，事前に実施した意向調査の
状況を踏まえつつ，機構への申請について検討している大
学を訪問し，詳細な内容を説明するなどの取り組みが行わ
れたことは評価できる。
○　平成17年度に認証評価を実施した大学及び評価担当者
に対して行ったアンケート調査の結果から把握された課題
等については，可能なものから改善を図っていくことが必
要であることから，平成18年度においても，説明会，研修
会の説明内容を充実するなどの工夫を行っていることは評
価できる。

①
　
  大学からの求めに応じて、機構が定め
る大学評価基準に従って当該大学の教育
研究等の総合的な状況について評価を行
い、当該大学が大学評価基準を満たして
いるかどうかについて明らかにするとと
もに、当該大学の優れた点や改善すべき
点等を指摘する。

　

Ａ

Ａ　大学等の教育研究等の総合的状況に関する評価

　大学の教育研究等の総合的状況に関する評
価

平成１８事業年度年度計画なし

　大学の教育研究等の総合的状況に関する評
価

　大学等の教育研究等の総合的状況に関する評価
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②
　
  評価体制の整備等
　平成１６年度に大学機関別認証評価委
員会（仮称）の設置等評価に必要な体制
を整備し、同委員会において評価基準及
び評価方法等を決定する。
　平成１６年度に文部科学大臣から大学
の認証評価機関としての認証を受ける。
　平成１６年度中に、ネットワークを利
用した評価作業システムを構築する。
　各年度において、適宜評価体制等を見
直すとともに、評価担当者の研修を実施
する。

① 　評価体制の整備等
　大学からの評価の申請状況に応じた評
価体制を整え、評価の実施に必要な評価
者を確保する。
  この他、適宜評価体制等の見直しを図
るとともに、評価担当者の研修を適切に
実施する。

○

○

○

　評価を実施するため，大学機関別認証評価委員会の下に，委員及び専門委員で構成
される評価部会10部会（委員30名，専門委員42名）及び財務専門部会１部会（委員２
名，専門委員２名）を設置した。また，各評価部会間の横断的な事項や評価結果（原
案）の調整等を行う運営小委員会（委員１２名）を設置した。
　専門委員については，大学関係団体，学協会及び経済団体等から広く推薦を求め，
37名を選考した。選考に当たっては，対象大学の学部等の状況に応じた各分野の専門
家及び有識者を選考した。
　また，平成19年度評価における対象大学数，対象大学の学部等の状況に応じた評価
担当者を配置するため，大学関係団体，学協会及び経済団体等から推薦のあった候補
者の中から幅広い分野の専門家及び有識者を専門委員として207名選考した。
　平成19年度実施の評価に向け，大学機関別認証評価実施大綱及び大学評価基準につ
いて，より分かりやすい内容となるよう表現や字句等を見直し，国立大学協会等の関
係団体への意見照会（パブリックコメント）を経た上で改訂した。また，自己評価実
施要項及び評価実施手引書についても改訂を行った。
　評価担当者が共通理解の下で公正，適切かつ円滑にその職務が遂行できるよう，
「自己評価イメージ」を用いて実際の評価をシミュレーションするなどの工夫を図り
つつ，大学評価の目的，内容及び方法等に関する研修を７月に２日間かけて実施し，
活発な質疑応答や意見交換等により，評価担当者の共通認識を深めた。

　

② 　評価の実施
　平成１７年度に申請を受け付けた大学
について、評価を適切に実施し、評価報
告書を当該大学及び設置者に提供し、並
びに公表する。

○
　
　以下のとおり評価を実施した。
①　書面調査の実施
　　対象大学から６月末までに提出された自己評価書及びその根拠資料等につい
　て，各評価部会では１大学６～８人、財務専門部会では１大学４人の委員及び
　専門委員によるそれぞれ11の評価基準を満たしているかどうかの判断を中心と
　した分析に加え，自己評価書の分析結果の整理及び訪問調査の際の調査内容の
　検討等を行った。（９月まで）
②　訪問調査の実施
　　書面調査の結果を踏まえ，評価部会の委員・専門委員が，書面調査で確認でき
　なかった事項を中心として，対象大学関係者等との面談，教育現場の視察及び学
　習環境の状況調査等を実施した。（10月中旬から12月上旬まで）
③　評価結果の審議等
　　書面調査及び訪問調査を経て，評価部会，財務専門部会，運営小委員会及び大
　学機関別認証評価委員会において審議の上，評価結果（案）を当該大学に通知し
　た。その後，意見の申立てのあった４大学について，その内容について再度審議
　を行い，評価結果を確定した。（平成19年３月まで）
④　評価結果の通知，公表
　　平成19年３月に各対象大学及びその設置者に対して当該大学の評価結果を通知
　するとともに，評価結果を「平成18年度大学機関別認証評価実施結果報告」とし
　て取りまとめ，機構のウェブサイトに掲載した。
　なお，意見の申立てのあった４大学については，申立ての内容や，その対応に
　ついても記載した評価結果を対象大学に送付するとともに公表した。

③ 　評価の受付
　平成１９年度に実施する評価につい
て、各大学から評価の申請を受け付け
る。

○

○

○

　平成19年度に実施する評価の申請の受付にあたり，平成18年７月に依頼文書「平成
19年度に実施する大学機関別認証評価及び選択的評価事項に係る評価の申請手続につ
いて」，「平成19年度に実施する大学機関別認証評価，選択的評価事項に係る評価及
び法科大学院認証評価（本評価）の申請手続について」，「平成19年度に実施する大
学機関別認証評価，選択的評価事項に係る評価及び法科大学院認証評価（予備評価）
の申請手続について」を機構の実施する認証評価を受けていないすべての国公私立大
学に送付した。
　平成18年６，７月に全国３ヶ所（東京，大阪，福岡）で大学機関別認証評価に関す
る説明会を実施し，機構の行う認証評価についての周知に努めた。
　各大学に対し，認証評価の実施予定時期等についての意向調査を実施するとともに
その状況も踏まえつつ，機構への申請を検討している大学を訪問し，より詳細な内容
を説明した。
　この取り組みにより，平成19年度に実施する大学機関別認証評価について，38大学
からの申請を受け付けた。

④
　
  評価結果の検証等
　評価を実施した大学に対し、評価結果
が実際の教育研究活動等の改善に結びつ
いているかなど、評価の有効性、適切性
について、多面的な調査を実施する。
  上記の調査等を基に、外部の有識者か
らなる検証組織において評価の有効性、
適切性に関する総合的な検証等を実施す
る。

④ 　評価結果の検証等
　平成１７年度に評価を実施した大学に
対し、評価結果が実際の教育研究活動等
の改善に結びついているかなど、評価の
有効性、適切性について、多面的な調査
を実施する。

○

○

○

　
　平成17年度に実施した大学機関別認証評価に関する検証を実施するため，機構内に
検討グループを組織し，検証の実施方針等を策定するとともに，アンケート調査の内
容を整理・分析し，検証結果の取りまとめを行った。
　検証の実施に当たっては，対象校及び評価担当者に対しアンケート調査を行い，そ
の内容をもとに分析することとした。なお，平成17年度においては，認証評価を実施
した大学が４校（短期大学が２校）と少数であったため，大学・短期大学を併せて検
証を行った。
　アンケート調査の結果から，平成17年度に実施した認証評価について評価できる点
として，
①　評価基準等の構成・内容の設定や書面調査・訪問調査の実施内容及び評価報告
　書の内容が概ね適切であったこと
②　対象校や評価担当者向けに実施した説明会，研修会が有効に機能したこと
③　自己評価の実施や機構からの評価結果を受けたことにより、入学者の定員超過
　率が高い状態であったことを改善、学習相談・助言の強化のためオフィスアワー
　を設定、などの改善の取り組みが行われていること
などが確認され，全体として認証評価の目的に照らした成果があがっていることがわ
かった。
　一方で，課題となる点として，
①　評価に係る対象校や評価担当者の負担を軽減していくこと
②　認証評価制度等に対する認知度をより高め，各機関の取組を適切に社会や地域
　に示すことにより社会からの理解，支援を得ていくこと
などが確認され，更に努力が必要であることが明らかになった。

○　平成17年度に実施した大学機関別認証評価に関する検
証を実施するため，機構内に検討グループを組織し，検証
の実施方針等を策定するとともに，アンケート調査の内容
を整理・分析し，検証結果の取りまとめを行ったことは評
価できる。今後、課題として挙げられた点について、改善
を図ることが望まれる。

　
  評価の実施
　平成１７年度から、大学からの申請に
基づいて評価を実施する。
  評価実施年度の前年に、各大学から評
価の申請を受け付ける。各年度末までに
評価報告書を作成し、当該大学及び設置
者に提供し、並びに公表する。

③
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○ 　検証結果については，平成19年３月に「平成17年度に実施した大学機関別認証評価
及び短期大学機関別認証評価に関する検証結果報告書」として取りまとめた。これに
ついて，機構のウェブサイトに掲載するとともに対象校及び評価担当者に送付する予
定である。

２） ２） ○ ○

○

○

○

　短期大学機関別認証評価委員会の下に，評価部会及び財務専門部会を設置し，評価
担当者となる専門委員について，短期大学関係団体，学協会及び経済団体等に対して
広く候補者の推薦依頼を行い，適切な評価担当者を任命するなど，評価体制の整備を
図った。
　平成19年度評価の実施に向けて，評価の実施内容等の見直しを行い，短期大学機関
別認証評価実施大綱及び短期大学評価基準について，意見照会（パブリックコメン
ト）を経て改訂した。また，自己評価実施要項及び評価実施手引書についても併せて
改訂を行った。
　評価担当者に対する研修について，同一プログラムの研修会を２回開催し，評価担
当者の都合の良い日に参加できるようにするとともに，「自己評価イメージ」を用い
て実際の評価をシミュレーションするなどの工夫を取り入れ，参加者の活発な質疑応
答や意見交換を引き出すなど，機構の評価の目的，内容及び方法等について評価担当
者の共通認識を深めた。
　評価の実施については，平成18年度の認証評価に申請があった１短期大学について
予定どおり書面調査及び訪問調査を実施し，対象短期大学からの意見の申立てについ
て審議を経た上で評価結果を確定し，平成19年３月に対象短期大学に評価結果を通知
するとともに，機構のウェブサイトに掲載した。
　なお，意見の申立てについては，申立ての内容や，その対応についても記載した評
価結果を対象短期大学に送付するとともに公表した。

○

○

　平成19年度実施の認証評価の申請については２短期大学の申請を受け付けた。申請
を促すため，事前に実施した意向調査の状況を踏まえつつ，機構への申請について検
討している短期大学を訪問し，詳細な内容を説明するなどの取り組みを行った。
　平成17年度に認証評価を実施した短期大学及び評価担当者に対して行ったアンケー
ト調査の結果から，機構の実施した認証評価について，評価できる点，課題となる点
を明らかにすることができた。平成18年度に実施した評価についても同様の検証を行
い，さらに機構の行う認証評価の改善充実に資することとしている。
　また，把握された課題等については，可能なものから改善を図っていくことが必要
であることから，平成18年度においても，説明会，研修会の説明内容を充実するなど
の工夫を行った。
　これらの検証結果については，「平成17年度に実施した大学機関別認証評価及び短
期大学機関別認証評価に関する検証結果報告書」として取りまとめた。

○　平成19年度実施の認証評価の申請については２短期大
学の申請を受け付けた。申請を促すため，事前に実施した
意向調査の状況を踏まえつつ，機構への申請について検討
している短期大学を訪問し，詳細な内容を説明するなどの
取り組みを行っていることは評価できるが、短期大学の認
証評価については、短期大学からの認証評価の申請は少な
い状況であり、今後、さらなる申請を促す取組を行う必要
がある。

①
　
　短期大学からの求めに応じて、機構が
定める短期大学評価基準に従って当該短
期大学の教育研究等の総合的な状況につ
いて評価を行い、当該短期大学が短期大
学評価基準を満たしているかどうかにつ
いて明らかにするとともに、当該短期大
学の優れた点や改善すべき点等を指摘す
る。

②
　
  評価体制の整備等
　平成１６年度に短期大学機関別認証評
価委員会（仮称）の設置等評価に必要な
体制を整備し、同委員会において評価基
準及び評価方法等を決定する。
　平成１６年度に文部科学大臣から短期
大学の認証評価機関としての認証を受け
る。
  各年度において、適宜評価体制等を見
直すとともに、評価担当者の研修を実施
する。

① 　評価体制の整備等
　短期大学からの評価の申請状況に応じ
た評価体制を整え、評価の実施に必要な
評価者を確保する。
　この他、適宜評価体制等の見直しを図
るとともに、評価担当者の研修を適切に
実施する。

○

○

○

　評価を実施するため，短期大学機関別認証評価委員会の下に，委員及び専門委員で
構成される評価部会１部会（委員２名，専門委員５名）及び財務専門部会１部会（委
員２名，専門委員２名）を設置した。
　専門委員については，短期大学関係団体，学協会及び経済団体等から広く推薦を求
め，７名を選考した。選考に当たっては，対象短期大学の学科等の状況に応じた各分
野の専門家及び有識者を選考した。
　また，平成19年度評価における対象短期大学の学科等の状況に応じた評価担当者を
配置するため，短期大学関係団体，学協会及び経済団体から推薦のあった候補者の中
から専門委員19名を選考した。
　平成19年度実施の評価に向け，短期大学機関別認証評価実施大綱及び短期大学評価
基準についてより分かりやすい内容となるよう表現や字句等を見直し，全国公立短期
大学協会等の関係団体への意見照会（パブリックコメント）を経た上で改訂した。ま
た，自己評価実施要項及び評価実施手引書についても改訂を行った。
　評価担当者が共通理解の下で公正，適切かつ円滑にその職務を遂行できるよう，
「自己評価イメージ」を用いて実際の評価をシミュレーションするなどの工夫を図り
つつ，短期大学評価の目的，内容及び方法等に関する研修を７月に２日間かけて実施
し，活発な質疑応答や意見交換等により，評価担当者の共通認識を深めた。

Ａ
　短期大学の教育研究等の総合的状況に関す
る評価

　短期大学の教育研究等の総合的状況に関す
る評価

平成１８事業年度年度計画なし

　短期大学の教育研究
等の総合的状況に関す
る評価を適切に行って
いるか。
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② 　評価の実施
　平成１７年度に申請を受け付けた短期
大学について、評価を適切に実施し、評
価報告書を当該短期大学及び設置者に提
供し、並びに公表する。

○ 　以下のとおり評価を実施した。
①　書面調査の実施
　　対象短期大学から６月末までに提出された自己評価書及びその根拠資料等につ
　いて，評価部会では１短期大学７人、財務専門部会では１短期大学４人の委員及
　び専門委員によるそれぞれ11の評価基準を満たしているかどうかの判断を中心と
　した分析に加え，自己評価書の分析結果の整理及び訪問調査の際の調査内容の検
　討等を行った。（９月まで）
②　訪問調査の実施
　　書面調査の結果を踏まえ，評価部会の委員・専門委員が，書面調査では確認で
　きなかった事項等を中心として，対象短期大学関係者等との面談，教育現場の
　視察及び学習環境の状況調査等を実施した。（10月中旬）
③　評価結果の審議等
　　書面調査及び訪問調査を経て，評価部会，財務専門部会及び短期大学機関別認
　証評価委員で審議の上，評価結果（案）を取りまとめ，当該短期大学に通知し
　た。その後,意見の申立てについて，その内容について再度審議を行い，評価結
　果を確定した。（平成19年３月まで）
④　評価結果の通知，公表
　　平成19年３月に対象短期大学及びその設置者に対して当該短期大学の評価結果
　を通知するとともに，評価結果を「平成18年度短期大学機関別認証評価実施結果
　報告」として取りまとめ，機構のウェブサイトに掲載した。

③ 　評価の受付
　平成１９年度の評価を実施するため、
各短期大学から評価の申請を受け付け
る。

○

○

○

　平成１９年度に実施する評価の申請の受付にあたり、平成１８年７月に依頼文書
「平成１９年度に実施する短期大学機関別認証評価及び選択的評価事項に係る評価の
申請手続について」を機構の実施する認証評価を受けていないすべての公私立短期大
学に送付した。
　平成１８年６、７月に全国３カ所（東京、大阪、福岡）で短期大学機関別認証評価
に関する説明会を実施し、機構の行う認証評価についての周知に努めた。
　各短期大学に対し、認証評価の実施予定時期等についての意向調査を実施するとと
もにその状況も踏まえつつ、機構への申請を検討している短期大学を訪問し、より詳
細な内容を説明した。
　この取り組みにより、平成１９年度に実施する短期大学機関別認証評価について、
２短期大学からの申請を受け付けた。

④
　
  評価結果の検証等
　評価を実施した短期大学に対し、評価
結果が実際の教育研究活動等の改善に結
びついているかなど、評価の有効性、適
切性について、多面的な調査を実施す
る。
  上記の調査等を基に、外部の有識者か
らなる検証組織において評価の有効性、
適切性に関する総合的な検証等を実施す
る。

④ 　評価結果の検証等
　平成１７年度に評価を実施した短期大
学に対し、評価結果が実際の教育研究活
動等の改善に結びついているかなど、評
価の有効性、適切性について、多面的な
調査を実施する。

○

○

○

　
　平成17年度に実施した短期大学機関別認証評価に関する検証を実施するため，機構
内に検討グループを組織し，検証の実施方針等を策定するとともに，アンケート調査
の内容を整理・分析し，検証結果の取りまとめを行った。
　検証の実施に当たっては，対象校及び評価担当者に対しアンケート調査を行い，そ
の内容をもとに分析することとした。なお，平成17年度においては，認証評価を実施
した短期大学が２校（大学が４校）と少数であったため，短期大学・大学を併せて検
証を行った。
　アンケート調査の結果から，平成17年度に実施した認証評価について評価できる点
として，
①　評価基準等の構成・内容の設定や書面調査・訪問調査の実施内容及び評価報告
　書の内容が概ね適切であったこと
②　対象校や評価担当者向けに実施した説明会，研修会が有効に機能したこと
③　自己評価の実施や機構からの評価結果を受けたことにより、入学者の定員超過
　率が高い状態であったことを改善、学習相談・助言の強化のためオフィスアワー
　を設定、などの改善の取り組みが行われていること
などが確認され，全体として認証評価の目的に照らした成果があがっていることがわ
かった。
　一方で，課題となる点として，
①　評価に係る対象校や評価担当者の負担を軽減していくこと
②　認証評価制度等に対する認知度をより高め，各機関の取組を適切に社会や地域
　に示すことにより社会からの理解，支援を得ていくこと
などが確認され，更に努力が必要であることが明らかになった。

　
○　平成17年度に実施した短期大学機関別認証評価に関す
る検証を実施するため，機構内に検討グループを組織し，
検証の実施方針等を策定するとともに，アンケート調査の
内容を整理・分析し，検証結果の取りまとめを行ったこと
は評価できる。今後、課題として挙げられた点について、
改善を図ることが望まれる。
　

○ 　検証結果については，平成19年３月に「平成17年度に実施した大学機関別認証評価
及び短期大学機関別認証評価に関する検証結果報告書」として取りまとめた。これに
ついて，機構のウェブサイトに掲載するとともに対象校及び評価担当者に送付する予
定である。

　

３） ３） ○ ○

○

○

○

　高等専門学校機関別認証評価委員会の下に評価部会，財務専門部会及び運営小委員
会を設置し，評価担当者となる専門委員について，高等専門学校関係団体，学協会及
び経済団体等に対して広く候補者の推薦依頼を行い，適切な評価担当者を任命するな
ど，評価体制の整備を図った。
　平成19年度評価の実施に向けて，評価の実施内容等の見直しを行い，高等専門学校
機関別認証評価実施大綱及び高等専門学校評価基準の見直しを行い，意見照会（パブ
リックコメント）を経て改訂した。また，自己評価実施要項及び評価実施手引書につ
いても改訂を行った。
　評価担当者に対する研修については，「自己評価イメージ」を用いて実際の評価を
シミュレーションするなどの工夫を取り入れ，参加者の活発な質疑応答や意見交換を
引き出すなど，機構の評価の目的，内容，評価方法等について評価担当者の共通認識
を深めた。
　評価の実施については，平成18年度の認証評価に申請があった18校について，予定
どおり書面調査及び訪問調査を実施し，平成19年３月に対象校に評価結果を通知する
とともに，機構のウェブサイトに掲載した。

　

Ａ
　高等専門学校の教育研究等の総合的状況に
関する評価

　
  評価の実施
　平成１７年度から、短期大学からの申
請に基づいて評価を実施する。
  評価実施年度の前年に、各短期大学か
ら評価の申請を受け付ける。各年度末ま
でに評価報告書を作成し、当該短期大学
及び設置者に提供し、並びに公表する。

③

　高等専門学校の教育研究等の総合的状況に
関する評価

　高等専門学校の教育
研究等の総合的状況に
関する評価を適切に
行っているか。
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○
○

　平成19年度の認証評価については，20校からの申請を受け付けた。
　平成17年度に認証評価を実施した高等専門学校及び評価担当者に対して行ったアン
ケート調査及びインタビュー調査（対象校のうち４校を抽出）の結果から，機構の実
施した認証評価について，評価できる点，課題となる点を明らかにすることができ
た。平成18年度に実施した評価についても同様の検証を行い，さらに機構の行う認証
評価の改善充実に資することとしている。
　また，把握された課題等については，可能なものから改善を図っていくことが必要
であることから，平成18年度においても，説明会，研修会の説明内容を充実するなど
の工夫を行った。
　これらの検証結果については，「平成17年度に実施した高等専門学校機関別認証評
価に関する検証結果報告書」として取りまとめた。

①
　
　高等専門学校からの求めに応じて、機
構が定める高等専門学校評価基準に従っ
て当該高等専門学校の教育研究等の総合
的な状況について評価を行い、当該高等
専門学校が高等専門学校評価基準を満た
しているかどうかについて明らかにする
とともに、当該高等専門学校の優れた点
や改善すべき点等を指摘する。

　

②
　
  試行的評価の実施
　高等専門学校に対する評価方法の開発
等に資するため、平成１６年度に試行的
評価を実施する。

③ 　評価体制の整備等
　試行的評価の状況を踏まえ、平成１６
年度に高等専門学校機関別認証評価委員
会（仮称）の設置等評価に必要な体制を
整備評価基準及び評価方法等を決定す
る。
　平成１７年度までに文部科学大臣から
高等専門学校の認証評価機関としての認
証を受ける。
　各年度において、適宜評価体制等を見
直すとともに、評価担当者の研修を実施
する。

① 　評価体制の整備等
　高等専門学校からの評価の申請状況に
応じた評価体制を整え、評価の実施に必
要な評価者を確保する。
　この他、適宜評価体制等の見直しを図
るとともに、評価担当者の研修を適切に
実施する。

○

○

○

　評価を実施するため，高等専門学校機関別認証評価委員会の下に，委員及び専門委
員で構成される評価部会３部会（委員12名，専門委員37名）及び財務専門部会１部会
（委員2名，専門委員4名）を設置した。また，各評価部会間の横断的な事項や評価結
果（原案）の調整等を行う運営小委員会を設置した。
　専門委員については，高等専門学校関係団体，学協会及び経済団体等から広く推薦
を求め，41名を選考した。選考に当たっては，対象高等専門学校の学科等の状況に応
じた各分野の専門家及び有識者を選考した。
　また，平成19年度評価における対象高等専門学校数，対象高等専門学校の状況に応
じた評価担当者を配置するため，高等専門学校関係団体，学協会及び経済団体等から
推薦のあった候補者の中から，専門委員63名を選考した。
　平成19年度実施の評価に向け，高等専門学校機関別認証評価実施大綱及び高等専門
学校機関別認証評価基準についてより分かりやすい内容となるよう表現や字句等を見
直し，高等専門学校等の関係団体への意見照会（パブリックコメント）を経た上で改
訂した。また，自己評価実施要項及び評価実施手引書についても改訂を行った。
　評価担当者が，共通理解の下で公正，適切かつ円滑にその職務を遂行できるよう，
「自己評価イメージ」を用いて実際の評価をシミュレーションするなどの工夫を図り
つつ，大学評価の目的，内容及び方法等に関する研修を６月に２日間かけて実施し，
活発な質疑応答や意見交換等により，評価担当者の共通認識を深めた。

② 　評価の実施
　平成１７年度に申請を受け付けた高等
専門学校について、評価を適切に実施
し、評価報告書を当該高等専門学校及び
設置者に提供し、並びに公表する。

○ 　以下のとおり評価を実施した。
①　書面調査の実施
　　対象高等専門学校から６月末までに提出された自己評価書及びその根拠資料等
　について，各評価部会では１校５～６人、財務専門部会では１校３人の委員及び
　専門委員によるそれぞれ11の評価基準を満たしているかどうかの判断を中心とし
　た分析に加え，自己評価書の分析結果の整理及び訪問調査の際の調査内容の検討
　等を行った。（９月まで）
②　訪問調査の実施
　　書面調査の結果を踏まえ，評価部会の委員・専門委員が，書面調査では確認で
　きなかった事項等を中心として，対象高等専門学校関係者の面談，教育現場の視
　察及び学習環境等の状況調査を実施した。（10月上旬から11月下旬まで）
③　評価結果の審議等
　　書面調査及び訪問調査を経て，評価部会，財務専門部会，運営小委員会及び高
　等専門学校機関別認証評価委員会で審議の上，評価結果（案）を当該高等専門学
　校に通知し，全ての対象校から意見の申立てがない旨の回答があり，評価結果を
　確定した。（平成19年３月まで）
④　評価結果の通知，公表
　　平成19年３月に各対象高等専門学校及びその設置者に対して当該高等専門学校
　の評価結果を通知するとともに，評価結果を「平成18年度高等専門学校機関別認
　証評価実施結果報告」として取りまとめ，機構のウェブサイトに掲載した。

　

③ 　評価の受付
　平成１９年度に実施する評価につい
て、各高等専門学校から評価の申請を受
け付ける。

○

○

○

　平成19年度に実施する評価の申請の受付にあたって，平成18年７月に依頼文書「平
成19年度に実施する高等専門学校機関別認証評価及び選択的評価事項に係る評価の申
請手続について」を機構の実施する認証評価を受けていないすべての国公私立高等専
門学校に送付した。
　平成18年６月14日に高等専門学校機関別認証評価に関する説明会を実施し，機構の
行う認証評価についての周知に努めた。
　各高等専門学校の認証評価に対する動向を把握するため，平成18年５月に各高等専
門学校に対し認証評価の実施予定時期等についての意向調査を実施した。
　この取り組みにより，平成19年度に実施する高等専門学校機関別認証評価につい
て，20高等専門学校からの申請を受け付けた。

④
　
  評価の実施
　平成１７年度から、高等専門学校から
の申請に基づいて評価を実施する。
  評価実施年度の前年度に、各高等専門
学校から評価の申請を受け付ける。各年
度末までに評価報告書を作成し、当該高
等専門学校及び設置者に提供し並びに公
表する。

平成１８事業年度年度計画なし

平成１８事業年度年度計画なし
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⑤
　
  評価結果の検証等
　評価を実施した高等専門学校に対し、
評価結果が実際の教育研究活動等の改善
に結びついているかなど、評価の有効
性、適切性について、多面的な調査を実
施する。
  上記の調査等を基に、外部の有識者か
らなる　検証組織において評価の有効
性、適切性に関する総合的な検証等を実
施する。

④ 　評価結果の検証等
　平成１７年度に評価を実施した高等専
門学校に対し、評価結果が実際の教育研
究活動等の改善に結びついているかな
ど、評価の有効性、適切性について多面
的な調査を実施する。

○

○

○

○

　
　平成17年度に実施した高等専門学校機関別認証評価に関する検証を実施するため，
機構内に検討グループを組織し，検証の実施方針等を策定するとともに，アンケート
調査の内容を整理・分析し，検証結果の取りまとめを行った。
　検証の実施に当たっては，対象校及び評価担当者に対しアンケート調査を行い，そ
の内容をもとに分析することとした。
　アンケート調査及びインタビュー調査の結果から，平成17年度に実施した認証評価
について評価できる点として，
①　評価基準等の構成・内容の設定や書面調査・訪問調査の実施内容及び評価報告
　書の内容が概ね適切であったこと
②　対象校や評価担当者向けに実施した説明会，研修会が有効に機能したこと
③　自己評価の実施や機構からの評価結果を受けたことにより、主要科目の常勤職員
　を採用し充実させた、シラバスの形式を統一し評価基準や評価方法について明確化
　した、などの改善の取り組みが行われていること
などが確認され，全体として認証評価の目的に照らした成果があがっていることがわ
かった。
　一方で，課題となる点として，
①　評価に係る対象校や評価担当者の負担を軽減していくこと
②　認証評価制度等に対する認知度をより高め，各機関の取組を適切に社会や地域
　に示すことにより社会からの理解，支援を得ていくこと
などが確認され，更に努力が必要であることが明らかになった。
　検証結果については，平成19年３月に「平成17年度に実施した高等専門学校機関別
認証評価に関する検証結果報告書」として取りまとめた。これについて，機構のウェ
ブサイトに掲載するとともに対象校及び評価担当者に送付する予定である。

　
○　平成17年度に実施した高等専門学校機関別認証評価に
関する検証を実施するため，機構内に検討グループを組織
し，検証の実施方針等を策定するとともに，アンケート調
査の内容を整理・分析し，検証結果の取りまとめを行った
ことは評価できる。今後、課題として挙げられた点につい
て、改善を図ることが望まれる。
　

（２） （２） ○ 　大学からの求めに応
じて、当該大学の法科
大学院の教育研究等の
状況に関する評価を適
切に行っているか。
（法科大学院以外の専
門職大学院において
は、教育研究活動等の
状況に関する評価につ
いて、適切に検討して
いるか。）

○

○

○

○

　法科大学院認証評価委員会の下に評価部会及び運営連絡会議を設置し，評価担当者
となる専門委員について，法科大学院認証評価（本評価及び予備評価）の申請状況に
応じて，適切な評価担当者を委嘱するなど，評価体制の整備を図った。
　平成19年度実施の評価に向け，法科大学院評価基準要綱について見直しを行い，意
見照会（パブリックコメント）を経た上で改訂した。また，対象法科大学院及び評価
担当者にアンケート調査を実施するなど，評価の実施内容等の見直しを行った。
　評価担当者に対する研修を実施し，「自己評価書（イメージ）」や「書面調査票記
入例」を用いて実際の評価をシミュレーションするなど研修内容の工夫を図り，参加
者の活発な質疑応答や意見交換を引き出すなど，機構の評価の目的，内容，評価方法
等について評価担当者の共通認識を深めることができた。
　評価の実施については，平成18年度の法科大学院認証評価（予備評価）に申請の
あった13法科大学院について，予定どおり書面調査及び訪問調査を実施し，対象法科
大学院からの意見の申立てについて審議を経た上で評価結果を確定し，平成19年３月
に当該法科大学院を置く大学に評価結果を通知した。

　

○

○

　平成19年度実施の法科大学院認証評価については，11大学から本評価，３大学から
予備評価の申請を受け付けた。申請を促すため、事前に実施した意向調査の状況を踏
まえつつ，機構への申請について検討している大学を訪問し、詳細な内容を説明する
などの取り組みを行った。
　平成18年度に開催した認証評価委員会において，本評価については，教員組織調査
専門部会を設置して教員の授業科目適合性の調査を行うことを決定し，平成19年１月
に実施方法等を対象法科大学院を置く大学に通知した。

○

○

　平成17年度に予備評価を実施した法科大学院及び評価担当者に対して行ったアン
ケート調査の結果から，機構の実施した認証評価について，評価できる点，課題とな
る点を明らかにすることができた。平成18年度に実施した評価についても同様の検証
を行い，さらに機構の行う認証評価の改善充実に資することとしている。
　また，把握された課題等については，可能なものから改善を図っていくことが必要
であることから，平成18年度においても，説明会，研修会の説明内容を充実するなど
の工夫を行った。
　これらの検証結果については，「平成17年度に実施した法科大学院認証評価に関す
る検証結果報告書」として取りまとめた。
　法科大学院以外の専門職大学院の評価基準等を検討するに当たり，各分野の専門職
大学院等に出向き情報収集を行い，これまでに機構が策定した機関別認証評価基準や
法科大学院評価基準等を参考に，評価基準の構成等について検討を重ね，専門職大学
院認証評価に関する検討会議において，それぞれの専門の立場からの有用な意見を得
ながら，「専門職大学院の評価基準モデル」を作成し，公表した。
　今後とも，専門職大学院の認証評価機関の創設を検討している関係団体等の参考に
資するよう，「専門職大学院の評価基準モデル」の周知に努めていきたい。

①
　
　大学からの求めに応じて、機構が定め
る法科大学院評価基準に従って当該大学
の法科大学院の教育研究活動等の状況に
ついて評価を行い、法科大学院評価基準
を満たしている場合には適格認定を行う
とともに、当該法科大学院の優れた点や
改善すべき点等を指摘する。

　

Ａ　専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評
価

平成１８事業年度年度計画なし

　専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評
価
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②
　
  評価体制の整備等
　平成１６年度に法曹三者等をはじめと
する有識者による法科大学院認証評価委
員会（仮称）の設置等評価に必要な体制
を整備し、同委員会において評価基準及
び評価方法等を決定する。
　平成１６年度に文部科学大臣から法科
大学院の認証評価機関としての認証を受
ける。
  各年度において、適宜評価体制等を見
直すとともに、評価担当者の研修を実施
する。

①
　
  評価体制の整備等
　法科大学院の教育研究活動の状況に関
する評価について、大学からの予備評価
の申請状況に応じた評価体制を整え、評
価の実施に必要な評価者を確保する。
　この他、適宜評価体制等の見直しを図
るとともに、評価担当者の研修を適切に
実施する。

○

○

○

　評価を実施するため，法科大学院認証評価委員会の下に，委員及び専門委員で構成
される評価部会を６部会（委員７名，専門委員47名）を設置した。また，各評価部会
の評価内容等を調整するため，運営連絡会議（委員８名、専門委員１１名）を設置し
た。
　専門委員については，国公私立大学，法曹三者及び関係団体に対して広く推薦を求
め，専門委員35名を選考した。
　また，平成19年度評価における対象法科大学院の状況に応じた評価担当者を配置す
るため，国公私立大学及び法曹三者から推薦を求め，専門委員62名を選考した。
　平成19年度実施の評価に向け，法科大学院評価基準要綱について，各法科大学院の
現状を踏まえ一部の解釈指針の見直しを行い，関係団体への意見照会（パブリックコ
メント）を経た上で改訂した。さらに，「法科大学院認証評価に関するＱ＆Ａ」を更
新し，機構のウェブサイトに掲載する予定である。
　なお，平成19年度から実施する本評価においては，教員組織（教員の資格と評価）
に関する評価をより適切なものとするため，教員組織調査専門部会を設置し，教員の
授業科目適合性の調査を行うことを決定し，実施方法についてさらに検討し，調査に
係る資料の作成方法や様式等を平成19年度評価対象大学に通知した。
　評価担当者が共通理解の下で公正，適切かつ円滑にその職務を遂行できるよう，６
月に法科大学院評価の目的，内容及び方法等についての研修を実施した。
　研修会では，「自己評価書（イメージ）」や「書面調査票記入例」を用いて実際の
評価をシミュレーションするなど研修内容の工夫を図り，活発な質疑応答や意見交換
等を通じて評価担当者としての共通認識を深めることができた。

②
　
  評価の実施
　各法科大学院関係者の評価に対する理
解と習熟を高めるとともに、教育研究活
動の改善に資することを目的として、大
学の希望に応じて、修了者を出す前段階
における評価（予備評価）を実施し、評
価報告書を当該大学に提供する。

○

○

○

　以下のとおり評価を実施した。
①　書面調査の実施
　　対象校から６月末までに提出された自己評価書及びその根拠資料等について，
　評価部会では１法科大学院７～１０人の委員及び専門委員によるそれぞれ10章54の
　評価基準を満たしているかどうかの判断を中心とした分析に加え，自己評価書の
　分析結果の整理及び訪問調査の際の調査内容の検討等を行った。（９月まで）
②　訪問調査の実施
　　書面調査の結果を踏まえ，評価部会の委員・専門委員が，書面調査で確認でき
　なかった事項等を中心として，各対象法科大学院ごとに法科大学院関係者との面
　談，教育現場の視察及び学習環境等の状況調査を実施した。（10月～12月）
③　評価結果の審議等
　　書面調査及び訪問調査の結果を経て，評価部会，運営連絡会議及び法科大学院
　認証評価委員会で審議の上，評価結果（案）を取りまとめ，当該法科大学院に通
　知し，意見の申立てのあった３法科大学院について，その対応について審議を
　行った上で，評価結果を確定した。（平成19年３月まで）
④　評価報告書の通知
　　平成19年３月に各対象法科大学院を置く大学に対して評価報告書を通知した。
　なお，意見の申立てのあった３法科大学院については，申立ての内容や，その
対応についても記載した評価結果を通知した。
　この法科大学院認証評価（予備評価）の実施は，各法科大学院が本評価に先立って
教育研究活動等の改善を図っていくことや，機構の認証評価に対する理解を深めてい
くことを目的に実施した。
　平成18年度に実施した13法科大学院及び評価担当者に対して実施したアンケート調
査の意見等を踏まえ，評価基準の内容，書面調査・訪問調査での評価内容・方法等に
ついての見直しを検討し，平成19年度以降の実施に係る一部の事項の取扱いについて
の見直しを図ることとした。

③
　
  評価の受付
　平成１９年度に実施する評価（本評価
及び予備評価）について、法科大学院を
置く各大学から評価の申請を受け付け
る。

○

○

○

　平成19年度に実施する評価の申請を受付するため，平成18年７月に依頼文書「平成
19年度に実施する大学機関別認証評価，選択的評価事項に係る評価及び法科大学院認
証評価（本評価）の申請手続について」及び「平成19年度に実施する大学機関別認証
評価，選択的評価事項に係る評価及び法科大学院認証評価（予備評価）の申請手続き
について」をすべての法科大学院を置く大学に送付した。
　平成18年６月にすべての法科大学院を対象に，法科大学院認証評価に関する説明会
を実施し，機構の行う認証評価についての周知に努めた。
　各法科大学院に対し，認証評価の実施予定時期等についての意向調査を実施すると
ともに，その状況も踏まえつつ，機構に申請を検討している法科大学院を訪問し，よ
り詳細な内容を説明した。
　この取り組みにより，平成19年度に実施する認証評価（本評価及び予備評価）につ
いて，1１大学から本評価、３大学から予備評価の申請を受け付けた。

○　平成18年度に実施した13法科大学院及び評価担当者に
対して実施したアンケート調査の意見等を踏まえ，評価基
準の内容，書面調査・訪問調査での評価内容・方法等につ
いての見直しを検討し，平成19年度以降の実施に係る一部
の事項の取扱いについての見直しを図ることとしているこ
とは評価できる。

③
　
  評価の実施
　各法科大学院関係者の評価に対する理
解と習熟を高めるとともに、教育研究活
動の改善に資することを目的として、平
成１７年度から、大学の希望に応じて、
修了者を出す前段階における評価（予備
評価）を実施する。
　平成１９年度から、大学からの申請に
基づいて評価（本評価）を実施する。
  評価実施年度の前年に、各大学から評
価の申請を受け付ける。各年度末までに
評価報告書を作成し、当該大学及び設置
者に提供し、並びに公表する。
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④
　
  評価結果の検証等
　評価を実施した法科大学院に対し、評
価結果が実際の教育研究活動等の改善に
結びついているかなど、評価の有効性、
適切性について、多面的な調査を実施す
る。
  上記の調査等を基に、外部の有識者か
らなる検証組織において評価の有効性、
適切性に関する総合的な検証等を実施す
る。

④
　
  評価結果の検証等
　平成１７年度に予備評価を実施した法
科大学院に対し、評価結果が実際の教育
研究活動等の改善に結びついているかな
ど、評価の有効性、適切性について、多
面的な調査を実施する。

○

○

○

○

　
　平成17年度に実施した法科大学院認証評価に関する検証を実施するため，機構内に
検討グループを組織し，検証の実施方針等を策定するとともに，アンケート調査の内
容を整理・分析し，検証結果の取りまとめを行った。
　検証の実施に当たっては，対象校及び評価担当者に対しアンケート調査を行い，そ
の内容をもとに分析することとした。
　アンケート調査の結果から，平成17年度に実施した認証評価について評価できる点
として，
①　評価基準等の構成・内容の設定や書面調査・訪問調査の実施内容及び評価報告
　書の内容が概ね適切であったこと
②　対象校や評価担当者向けに実施した説明会，研修会が有効に機能したこと
③　自己評価の実施や機構からの評価結果を受けたことにより、休業期間中の開講
　科目、履修登録可能条件単位数の見直し、法律実務基礎科目のカリキュラムの体
　系化、授業内容の見直し、などの改善の取り組みが行われていること
などが確認され，全体として認証評価の目的に照らした成果があがっていることがわ
かった。
　一方で，課題となる点として，評価に係る対象校や評価担当者の負担を軽減してい
くことなどが確認され，更に努力が必要であることが明らかになった。
　検証結果については，平成19年３月に「平成17年度に実施した法科大学院認証評価
に関する検証結果報告書」として取りまとめた。これについて，機構のウェブサイト
に掲載するとともに対象校及び評価担当者に送付する予定である。

　
○　平成17年度に実施した法科大学院認証評価に関する検
証を実施するため，機構内に検討グループを組織し，検証
の実施方針等を策定するとともに，アンケート調査の内容
を整理・分析し，検証結果の取りまとめを行ったことは評
価できる。今後、課題として挙げられた点について、改善
を図ることが望まれる。

⑤
　
  法科大学院以外の専門職大学院の教育
研究活動の状況に関する評価
　法科大学院以外の専門職大学院の教育
研究活動の状況に関する評価について
は、その必要性に応じて検討を行う。

⑤
　
  法科大学院以外の専門職大学院の教育
研究活動の状況に関する評価
　大学関係者及び有識者等の参画を得
て、法科大学院以外の専門職大学院の教
育研究活動の状況に関する評価のための
評価基準等について検討を行い、検討結
果を公表する。必要に応じて、認証評価
機関としての認証を受けるべく準備を進
め、文部科学大臣に認証評価機関として
の認証の申請を行う。

○

○

○

　平成17年度に設置された「専門職大学院認証評価に関する検討会議」の下に，比較
的多数の専門職大学院が設置されている「ビジネス・MOT」，「会計」，「公共政策」
の３分野について分野別検討グループを設置し，各分野固有の評価基準等について検
討を行い，これらを参考にして，さらに３分野以外の専門職大学院にも共通して適用
できる「専門職大学院の評価基準モデル（案）」を取りまとめた。
　モデル案について，専門職大学院を置く大学及び関係団体に対して，意見照会を行
い，その意見を踏まえつつ，平成18年12月開催の検討会議において，「専門職大学院
の評価基準モデル」を審議決定した。
　モデルについて，専門職大学院の認証評価機関の創設を促すことを目的として，平
成19年１月に専門職大学院を置く大学及び関係団体へ通知するとともに、機構のウェ
ブサイト等において公表した。

○
　
  国立大学法人等の教
育研究活動の状況につ
いて、効果的な評価方
法等の検討を適切に行
い、評価の実施内容・
手順等を適切に整理し
ているか。

○ 　文部科学省国立大学法人評価委員会から示された「大学評価・学位授与機構が行う
教育研究水準の評価の在り方について」（平成18年６月19日）を踏まえ，機構の国立
大学教育研究評価委員会において審議を重ね，「評価実施要項（案）」及び「実績報
告書作成要領（案）」を取りまとめた。これらの案については，平成19年１月に開催
した文部科学省国立大学法人評価委員会において報告するとともに，ウェブサイトで
公表した。
　なお，文部科学省国立大学法人評価委員会での審議状況及び文部科学省主催の「国
立大学法人評価実務担当者連絡会」並びに国立大学協会の支部会議等での意見を踏ま
え，さらに検討を行い，上記両案の修正を行った。

①
　
  評価方法の開発
　国立大学教育研究評価委員会（仮称）
を設置し、関係者の意見を聴取しつつ、
国立大学及び大学共同利用機関の教育研
究活動の水準の向上等に資することがで
きるような効果的な評価方法を開発す
る。

①
　
  評価方法の検討
　国立大学教育研究評価委員会におい
て、関係者の意見を聴取しつつ、国立大
学及び大学共同利用機関の教育研究活動
等の水準の向上等に資することができる
ような効果的な評価方法の検討を行い、
評価の実施内容・手順等について、文部
科学省国立大学法人評価委員会と連携・
調整の上、整理する。

○

○

　
　国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究評価に関する実施に当たり，
「国立大学教育研究評価委員会」に，国立大学法人及び大学共同利用機関法人に作成
を求める実績報告書の作成要領及び機構における教育研究評価の基本方針や基本的な
内容・手順等を示した評価実施要項の原案を取りまとめることを目的としてワーキン
ググループを設置し，同委員会において審議した。
　国立大学教育研究評価委員会における審議状況
　国立大学教育研究評価委員会を５回，同ワーキンググループを６回開催し，
①　文部科学省国立大学法人評価委員会における審議に供するため，これまでの国
　立大学教育研究評価委員会において検討を行った教育研究評価の基本的な方向性
　等を平成18年４月に「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の中期目標に係る
　教育研究評価について（中間まとめ）｣として取りまとめた。
②　文部科学省国立大学法人評価委員会から示された「大学評価・学位授与機構が
　行う教育研究水準の評価の在り方について（平成18年６月19日）」を踏まえ，評
　価を受ける国立大学法人及び大学共同利用機関法人だけでなく評価者の負担や評
　価スジュールを考慮した教育研究水準及び質の向上度の具体的な評価方法や，中
　期目標の達成状況の具体的な評価方法等の検討を行い，「実績報告書作成要領
　（案）」及び「評価実施要項（案）」を平成19年１月に取りまとめた。
③　評価方法の検討に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関の教育研究活動
　等の水準の向上等に資することができるよう、厳正なる自己評価を行うことと
　し、水準については、「関係者の期待に応えているか」という基準で判断すると
　ともに、個々の研究業績については、「第３者による評価結果」や「客観的指
　標」等をもとに判断するなど、客観的視点からの分析を行うこととした。
　これらの審議状況については，機構のウェブサイトで公表した。

○   上記で取りまとめた「実績報告書作成要領（案）」及び「評価実施要項（案）」に
ついて，文部科学省国立大学法人評価委員会へ報告するとともに，文部科学省が平成
19年２月に国立大学法人及び大学共同利用機関法人の評価実務担当者を対象として開
催した「国立大学法人評価実務担当者連絡会」や，国立大学協会の支部会議等で機構
から説明を行った。
　文部科学省国立大学法人評価委員会及び「国立大学法人評価実務担当者連絡会」等
での意見を踏まえ，国立大学教育研究評価委員会において，「実績報告書作成要領
（案）」及び「評価実施要項（案）」の修正を行った。

Ａ（３）　国立大学及び大学共同利用機関の教育研究
　　　活動に関する評価

（３）　国立大学及び大学共同利用機関の教育研究
　　　活動に関する評価
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②
　
  評価体制の整備等
　評価実施に向けて、研究活動の調査・
分析体制を含む必要な評価組織、業務体
制を整備する。
　また、評価に必要な情報・データの収
集・蓄積、分析等を進める。

②
　
  評価体制の整備等
　評価に必要な情報・データの収集・蓄
積、分析等を進める準備を行う。

○   文部科学省国立大学法人評価委員会から示された「大学評価・学位授与機構が行う
教育研究水準の評価の在り方について（平成18年６月19日）」を踏まえて，国立大学
法人及び大学共同利用機関法人に提出を求める基礎資料の内容について検討を行い，
「実績報告書作成要領（案）」の中に，教育・研究水準の分析に当たって根拠となる
と考えられる資料・データ例を示した。
　これらの検討に当たっては，文部科学省が２月に開催した「国立大学法人評価実務
担当者連絡会」や，国立大学協会の支部会議等において，参加した国立大学法人関係
者等から出された意見を踏まえ，「実績報告書作成要領（案）」への修正を行った。

③
　
  評価の実施
　国立大学法人評価委員会からの要請に
基づいて、国立大学及び大学共同利用機
関の教育研究活動について、国立大学法
人及び大学共同利用機関法人の主として
中期目標の達成状況という観点から評価
を行う。

平成１８事業年度年度計画なし
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○

○

　単位積み上げ型によ
る申請者に係る審査等
を適切に行い、学士と
しての水準を有してい
ると認められる者に対
して、適切に学位を授
与しているか。

　省庁大学校修了に基
づく申請者に係る審査
等を適切に行い、学
士・修士・博士として
の水準を有していると
認められる者に対し、
適切に学位を授与して
いるか。

○

○

○

○

　機構の学位授与制度は、高等教育段階の様々な学習の成果を評価し、大学の学部卒業
者、大学院の修了者と同等の学力を有すると認められる者に対して学位を授与するもの
で、機構は、我が国において大学以外で学位を授与することができる唯一の機関とし
て、厳正な審査を行った上で学位を授与している。
　平成18年度においても、短期大学・高等専門学校卒業者等の単位積み上げ型の学習者
に対して、４月期と10月期の２回、学位授与申請を受け付け、厳正な審査を行った上
で、2,579人に対して規則どおり申請後６月以内に学士の学位を授与した。
　また、いわゆる省庁大学校の修了者1,160人に対しても同様に厳正な審査を行った上
で、学士については1,024人に対して規則どおり申請後１月以内に、修士及び博士につ
いては、修士109人、博士27人に対して規則どおり申請後６月以内に学位を授与した。
　これにより平成18年度は、新たに3,739人に対して学位を授与し、平成３年度からの
総計では、38,565人に対して学位を授与した。
　平成18年度10月期申請から、短期大学又は高等専門学校の認定専攻科修了見込者で、
機構の学位授与審査において合格と判定されたものの学位記については、これまでの申
請者本人への直接送付に加え、申請者本人が希望する場合には、修了式の際などに在学
機関を通じて受け取ることができる制度を新たに設け、申請者に対する一層の便宜を
図った。
　学習者が単位を積み上げることができる短期大学と高等専門学校の専攻科について
は、認定申出を受け付けた後、学位審査会及び専門委員会・部会で教育課程及び教員組
織等の審査を行い、７専攻（５校）を認定し設置者に通知した。これにより、平成19年
４月１日現在における認定専攻科は、259専攻（137校）となった。
　これらの審査及び認定は、国公私立大学の教員等で高度な学識を有する者で構成され
る学位審査会及びその下に置かれる分野別の専門委員会・部会に、総勢300人以上の専
門家の参画を得て厳正に行った上で学位を授与しており、学習者の機会の拡大と同時に
機構が授与する学位の質を確保した。

○　大学評価・学位授与機構は、大学以外に学位授与
を行える唯一の機関であり、それゆえ大学評価・学位
授与機構の学位授与制度は、他の事例にならうことの
できない特異なものであるといえる。そうした制度を
自己改善するために工夫がなされており評価できる。
　また、現在、生涯学習、リカレント教育において社
会人の大学院教育へのニーズは強く、大学卒の資格を
認定する事業は必要性が高い。学位に関する需要は今
後増加すると思われ、ユーザーの便宜を考えた柔軟な
対応がなされていると評価できる。
○　短期大学・高等専門学校卒業者等の単位積み上げ
型の学習者に対して、2,579人に対して学士の学位の
授与を行い、また、また、いわゆる省庁大学校の修了
者1,160人に対して学士（1,024人）、修士（109
人）、博士（27人）の学位を行い、さらに、学習者
が単位を積み上げることができる短期大学と高等専門
学校の専攻科７専攻（５校）を認定したことは評価で
きる。

（１） （１） ○ 　単位積み上げ型によ
る申請者に係る審査等
を適切に行い、学士と
しての水準を有してい
ると認められる者に対
して、適切に学位を授
与しているか。

○

○

○

○

○

○

　短期大学・高等専門学校卒業者等の単位積み上げ型の学習者に対して、４月期と10月
期の２回、学位授与申請の受付を行った後、申請書類の検査、修得単位の審査、学修成
果（レポート又は作品）及び試験（小論文試験又は面接試験）の審査を経て、学位審査
会で合否を判定し、合格と判定された2,579人に対して規則どおり申請後６月以内に、
それぞれの専攻分野に係る学士の学位を授与した。
　学士の水準を有していると認められる者に対して適切に学位を授与するため、個々の
申請者の専攻区分、学修成果のテーマに即して専門委員が当該申請者用に作成した試験
問題により試験を実施し判定を行うなど、きめ細かな審査を行った。
　平成18年度10月期申請から、短期大学又は高等専門学校の認定専攻科修了見込者で、
機構の学位授与審査において合格と判定されたものの学位記については、これまでの申
請者本人への直接送付に加え、申請者本人が希望する場合には、修了式の際などに在学
機関を通じて受け取ることができる制度を新たに設け、申請者に対する一層の便宜を
図った。
　商船高等専門学校の「商船学」に関する専攻を９月に修了する見込の者からの申請を
可能とするため、規則を改正し、平成19年度４月期申請からの見込申請を可能とした。
　時代に即応した、より的確な審査を行うため、理学専門委員会に新たに総合理学部会
を設置するとともに、高等教育段階での学習機会の多様化や学問の進展に対応するた
め、新たな専攻分野「口腔保健学」・専攻区分「口腔保健衛生学」を追加したことに伴
い、口腔保健学専門委員会・口腔保健衛生学部会を設置し、平成１９年度から専門委員
の委嘱を行うこととした。
　学習者が単位を積み上げることができる短期大学と高等専門学校の専攻科について
は、認定申出を受け付けた後、学位審査会及び専門委員会・部会で、大学設置基準に準
じて定めた規則に基づき教育課程及び教員組織等の審査を行い、７専攻（５校）を認定
し設置者に通知した。これにより、平成19年４月１日現在における認定専攻科は、259
専攻（137校）となった。

○　対象者に応じて柔軟な学位授与が行われている。
在学機関での修了式における手渡しの制度創設は特段
に工夫として評価できる。
○　商船高等専門学校の「商船学」に関する専攻を９
月に修了する見込の者からの申請を可能とするため、
規則を改正し、平成19年度４月期申請からの見込申
請を可能としたことは評価できる。

Ａ

Ａ

　
  学位授与

　単位積み上げ型による学士の学位授与について 　単位積み上げ型による学士の学位授与について

　
　学位授与

（２）学位授与（Ⅱ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置）　

委員のコメント中期計画・年度計画に対する実績 評定評価の観点中期計画 平成１８年度計画
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①
　
　毎年度２回、４月期と１０月期に申請
受付を行う。審査に当たっては、申請者
に対し単位修得状況及びレポート又は作
品といった学修成果の提出を求め、大学
の学部と同等の履修形態に基づいて必要
な単位を修得し、その学修成果が学士の
水準に達しているかを審査する。さら
に、申請者にその学修成果の内容が定着
しているか小論文試験等による審査の
上、総合的に判定し、学士としての水準
を有していると認められる者に対して、
申請後６月以内に学位を授与する。

① 　当該年度２回（４月期と１０月期に）
の申請受付を実施する。審査に当たって
は、申請者に対し単位修得状況及びレ
ポート又は作品といった学修成果の提出
を求め、大学の学部と同等の履修形態に
基づいて必要な単位を修得し、その学修
成果が学士の水準に達しているかを審査
する。さらに、申請者にその学修成果の
内容が定着しているか小論文試験等によ
る審査の上、総合的に判定し学士として
の水準を有していると認められる者に対
して、申請後６月以内に学位を授与す
る。

○

○

○

　平成18年度においても、短期大学・高等専門学校卒業者等の単位積み上げ型の学習者
に対して、４月期と10月期の２回、学位授与申請の受付を行っており、
　①　「申請書類の検査」
　②　申請者の修得単位が申請のあった専攻区分ごとに機構の定める修得単位の基
　　準を満たしているかどうかを判定する「修得単位の審査」
　③　申請者が提出した学修成果（レポート又は作品）の内容が申請者の学力とし
　　て定着しているか、また、専攻に係る学士の水準の学力を有しているかを判定
　　するために実施する「小論文試験又は面接試験（４月期申請は６月、10月期申
　　請は12月）」
　④　専攻区分ごとの専門委員会・部会で、学修成果の内容及び試験結果を受けて
　　個々の申請者に対する判定案を作成する「学修成果・試験の審査」
　⑤　学位審査会で各専門委員会・部会の判定案を取りまとめる「学位審査会によ
　　る合否判定（４月期は８月、10月期は２月）」を経て、合格と判定された2,579
　　人に対して規則どおり申請後６月以内に、それぞれの専攻分野に係る学士の学
　　位を授与した。
　平成18年度10月期申請から、短期大学又は高等専門学校の認定専攻科修了見込者で、
機構の学位授与審査において合格と判定されたものの学位記については、これまでの申
請者本人への直接送付に加え、申請者本人が希望する場合には、在学機関を通じて受け
取ることができる制度を新たに設け、申請者に対する一層の便宜を図った。これにより
短期大学の認定専攻科修了者297人，高等専門学校の認定専攻科修了者719人の計1,016
人が本制度の利用を希望し、在学機関の修了式などにおいて学位記を受け取った。
　４月期申請においても10月期申請においても、試験当日に急遽申出のあったものを含
め、受験上の特別措置については、いずれも適切に対応した。また、平成18年度につい
ては特になかったが、不測の事態が生じた場合でも適切に対応できるよう体制を整備し
た。

項目別－12



②
　
  我が国における高等教育段階での学習
機会の多様化や学問の進展に対応するた
め、また必要に応じ新しい専攻区分を設
定するため、本機構が定める学位取得に
必要な単位の基準を、大学の教育の実施
状況等も参考にしつつ見直し又は整備す
る。

② 　我が国における高等教育段階での学習
機会の多様化や学問の進展に対応するた
め、また、必要に応じ新しい専攻区分を
設定するため、本機構が定める修得単位
の審査の基準を、大学の教育の実施状況
等も参考にしつつ見直し又は整備する。

○

○

　申請者が科目を分類しやすいように、専攻区分「音楽」において、関連科目に区分の
追加を行うとともに、「専門科目の例」に例示科目を追加した。
　高等教育段階での学習機会の多様化や学問の進展に対応するため、新たに専攻分野
「口腔保健学」・専攻区分「口腔保健衛生学」を追加し、平成20年度４月期から申請受
付を行うこととして、平成19年３月に機構のウェブサイトに掲載して周知を図った。

③
 
　申請者に係る審査及び専攻科の認定等
を適切に行うため、国公私立大学の教員
等で高度の学識を有する者の協力を得
て、分野別の専門家で構成する審査組織
を整備する。また、その組織・運営に関
しては必要に応じて見直し改善を図る。

③   申請者に係る審査及び専攻科の認定等
を適切に行うため、国公私立大学の教員
等で高度の学識を有する者の協力を得
て、分野別の専門家で構成する審査組織
を整備する。また、その組織・運営に関
しては必要に応じて見直し改善を図る。

○

○

○

　申請者に係る審査及び専攻科の認定等を適切に行うため、国公私立大学の教員等で高
度な学識を有する者20人で構成される学位審査会を設置した。その下に、①申請者に係
る修得単位の審査、②学修成果・試験の審査、③専攻科の認定等に関し教員組織等の審
査を行うため、分野別に専門家309人（専門委員281人・時専門委員28人）の協力を得
て、49の専門委員会・部会を設置した。
　平成18年度は、専門委員の安定的な確保などを図るため、これまで１年であった委員
の任期を２年に改正するとともに、小論文試験の試験問題作成等に係る業務量が膨大で
ある旨の委員からの意見を受け、専門委員会・部会ごとの委員数を調整して、小論文試
験の試験問題作成に係る委員の負担の軽減を図った。
　時代に即応した、より的確な審査を行うため、理学専門委員会に新たに総合理学部会
を設置するとともに、高等教育段階での学習機会の多様化や学問の進展に対応するた
め、新たな専攻分野「口腔保健学」・専攻区分「口腔保健衛生学」を追加したことに伴
い、口腔保健学専門委員会・口腔保健衛生学部会を設置し、平成19年度から専門委員の
委嘱を行うこととした。

○　専門委員の安定的な確保などを図るため、これま
で１年であった委員の任期を２年に改正するととも
に、小論文試験の試験問題作成等に係る業務量が膨大
である旨の委員からの意見を受け、専門委員会・部会
ごとの委員数を調整して、小論文試験の試験問題作成
に係る委員の負担の軽減が図られていることは評価で
きる。

④ 　平成１７年度より、学位授与の審査に
おける不合格者に対し、当該不合格者の
今後の学修に資する等の観点から、より
丁寧に不合格の理由を明らかにするな
ど、その理由を申請者へ伝える方策の改
善を図る。

④ 　学修成果が学士の水準に達していない
ことによる不合格者に対して、その理由
を通知する。

○ 　「学修成果のテーマの設定が適切でない。」又は「学修成果の内容が水準に達してい
ない。」という理由で学修成果・試験の結果が不可となった申請者に対して、不可の理
由がより明確となるよう通知している留意事項について、一層理解しやすいよう、文言
の検討・改善を行い、当該申請者に対して通知した。

○　「学修成果のテーマの設定が適切でない。」又は
「学修成果の内容が水準に達していない。」という理
由で学修成果・試験の結果が不可となった申請者に対
して、不可の理由がより明確となるよう通知している
留意事項について、一層理解しやすいよう、文言の検
討・改善を行い、当該申請者に対して通知するなど、
不合格者への説明を行っている点は評価できる。

⑤ 　申請者等の利便性を図るため、本機構
が行う学位授与制度や申請方法等につい
て、積極的にわかりやすく情報提供を行
う。

⑤ 　本機構が行う学位授与制度や申請方法
等を具体的に示す「新しい学士への途」
や「学位授与申請書類」を見直し、改善
する。改善に当たっては、利用者等の意
見を反映する。

○

○

　申請者の利便性を図るため、利用者等の意見を反映し改善した「新しい学士への途」
及び「学位授与申請書類」を平成18年度も印刷媒体で配布するとともに、機構のウェブ
サイトに掲載し、閲覧及びダウンロードできるようにした。
　特に平成18年度においては、機構の学位授与制度を利用して学士の学位の取得を検討
している人に、この制度をより理解してもらえるよう、制度の概要説明を充実させた
り、全面的に用字用語について見直しを図ったり、また、専攻区分ごとに学習の意味付
けを行ってもらうための記述を追加するなど、大幅な改訂を行い、平成19年度版に反映
させ、申請者への周知を図った。

○　「新しい学士への途」は非常にわかりやすく作ら
れてあり評価できる。さらに学位の意義について、も
う少し具体的な説明が望まれる。

⑥ 　平成２０年度までにできるだけ速やか
に、申請者がインターネットを利用して
申請できるサービスを開始する。

⑥ 　電子申請システムについては、そのプ
ロトタイプに基づき、学位授与を支援す
る他の２システムとの連携を図りつつ、
システムを構築する。他の２システムに
ついても、科目審査支援システムは試行
的に運用して問題点等が発生した場合は
改善し、試験問題作成支援システムは運
用を開始する。

○

○

　
　現在、学位授与申請は、郵送のみで受け付けているが、インターネットを利用した本
格的な電子申請を平成20年度から導入するための準備を進めている。平成18年度には、
平成19年度からの仮運用を目指し、プロトタイプを基に本システムを構築した。この電
子申請システムの運用により，ウェブ画面上で各種入力支援機能（プルダウンメニュー
や単位数の自動計算等）を用いることができ，申請者にとっては従来の郵送による申請
に比べ申請の際の労力が軽減されるとともに，誤記入が減少するなどの利点がある。
　「電子申請システム」は、学位授与事業における業務の効率化・合理化を図ることを
目的に構築している統一システム「学位授与業務支援システム」の一部であり、「科目
審査支援システム」や「試験問題作成支援システム」との連携を前提に構築を進めてお
り、「科目審査支援システム」については仮システムで試行を行い、平成19年度からは
運用を開始することとしている。また、「試験問題作成支援システム」についても平成
18年度から運用を開始した。
　今後は、平成20年度の運用開始に向けて、学位授与業務支援システム全体の連携を考
慮に入れた電子申請システム（ウェブ入力部分）を仮運用し、本格実施に備えることと
している。

　
　

⑦ 　小論文試験の会場を１カ所以上増設す
る。

⑦ 　申請者数の動向等を踏まえつつ、試験
場増設等の必要性の有無について検討す
る。

○
　
　試験場増設等の必要性については、申請者の現住所から算出した受験予定者数と実施
経費との費用対効果、また、試験監督者等の試験実施体制におけるコストも考慮に入れ
て検討したが、平成16年度に増設した経緯もあり、現段階では増設等の必要はないと判
断した。

⑧ 　身体に障害のある申請者に対しては、
障害等の種類、程度に応じ手話通訳や点
字といった受験上の特別措置を講じる。

⑧ 　身体に障害のある申請者に対しては、
試験場を別途準備する等、障害等の種
類、程度に応じた受験上の特別措置を講
じる。

○ 　身体に障害のある申請者からの申出に基づき、申請者がその知識・能力を十分に発揮
できるよう、その障害の種類・程度に応じ、試験日、試験時間、出題・解答の方法、試
験場の整備等について、受験上の特別措置を講じている。
　平成18年度は、４月期申請において、視覚障害を持つ申請者１人、10月期申請におい
て、鎖骨を骨折した者、蕁麻疹の者、低血糖の者の計３人から受験上の特別措置の申出
があったので、それぞれの障害の状況に応じてきめ細かな措置を講じた。
　また、試験当日の体調不良など、各試験場において急遽申出のあった受験上の特別措
置についても、試験実施本部と協議しながらその措置内容を決定するなど、きめ細かな
措置を講じたことにより、円滑に試験を実施することができた。

○　身体に障害がある申請者からの申出に基づき、申
請者がその知識・能力を十分に発揮できるよう、その
障害の種類・程度に応じ、試験日、試験時間、出題・
解答の方法、試験場の整備等について、受験上の特別
措置を講じている点は評価できる。
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⑨ 　短期大学又は高等専門学校に設置する
専攻科の認定申出を受けて、当該専攻科
が大学教育に相当する水準であるかどう
か、大学設置基準に準じて認定の可否を
通知する。

⑨ 　短期大学又は高等専門学校に設置する
専攻科の認定申出については、当該専攻
科が大学教育に相当する水準であるかど
うか、大学設置基準に準じて審査を行
い、平成１９年度末までに当該専攻科の
設置者に対して認定の可否を通知する。

○ 　平成19年度からの専攻科の認定を希望する短期大学の専攻科６専攻（４校）及び高等
専門学校の専攻科１専攻（１校）から認定の申出があり、学位審査会及び専門委員会・
部会において、規則に基づき、審査を行った。審査に当たっては、大学以外の高等教育
機関における学習機会の多様化と質の保証を確保するため、教育課程が大学教育の水準
を有するか、授業科目を担当する教員が大学設置基準に定める教授、准教授、講師又は
助教の資格に相当する資格であるかなどについて審議を行い、７専攻（５校）を認定し
設置者に通知した。

⑩ 　認定された専攻科の教育が大学教育に
相当する水準に維持されていることを確
保するため、原則として５年ごとにその
実施状況等について審査を行い、必要に
応じ審査結果に基づく所要の改善を求め
るとともに、改善に向けた取り組み状況
等の報告を求める。

⑩ 　平成３年度及び平成８年度及び平成１
３年度に認定等を受けた専攻科の教育が
大学教育に相当する水準に維持されてい
ることを確保するために、当該専攻科の
教育の実施状況等について審査を行い、
必要に応じ審査結果に基づく所要の改善
を求めるとともに、改善に向けた取り組
み状況等の報告を求める。

○

○

　短期大学又は高等専門学校の認定専攻科の質の保証を確保するため、平成３年度、平
成８年度及び平成13年度に専攻科の認定を行った短期大学の専攻科15専攻（15校）及び
高等専門学校の専攻科23専攻（10校）に対して、学位審査会及び専門委員会・部会にお
いて、規則に基づき、教育の実施状況等の審査を行った。その結果、審査対象の38専攻
（25校）すべてを「適」と判定し設置者に通知した。
　これまで紙媒体で保有していた前回の審査結果をデータベース化した認定専攻科審査
支援システムを試行的に運用することにより、審査事務の省力化を図った。

⑪ 　申請機関側の申請手続きに係る事務省
力化に資するため、専攻科認定申出等に
関し、申請書類及び必要書類の記入例等
の情報を電子媒体等で提供する仕組みを
導入する。

⑪ 　専攻科認定申出等に関し、申請書類及
び必要書類の記入例等の情報を電子媒体
等で提供する。

○ 　専攻科の認定申出等に関する申請書類及び必要書類の記入例等の情報を電子媒体等で
提供するため、平成18年度は、これらの申請書類及び必要書類の記入例等の情報を機構
ウェブサイトからダウンロードできるようにした。このことにより、専攻科の認定申出
等を予定する機関にとっての申請手続の省力化を図ることができた。

○　専攻科の認定申出等に関する申請書類及び必要書
類の記入例等の情報を電子媒体等で提供するため、申
請書類及び必要書類の記入例等の情報を大学評価・学
位授与機構ウェブサイトからダウンロードできるよう
にした。このことにより、専攻科の認定申出等を予定
する機関にとっての申請手続の省力化を図るなどの取
組は評価できる。

⑫ 　学位取得者等に対するアンケート調査
を実施し、その結果等も踏まえ、外部の
有識者からなる検証組織により単位積み
上げ型による学士の学位授与業務につい
て検証等を行う。

⑫ 　学士の学位授与業務について、自己点
検及び外部検証を次年度に行うため、学
位取得者等に対するアンケート調査を実
施する。

○ 　学位取得者に学位記を送付する際にアンケート調査票を同封したところ、４月期で
384人に送付して310人から回答があった。このアンケート調査の分析により得られた知
見に基づき、機構の学位授与制度を利用して学士の学位の取得を考えている人に、この
制度をより理解してもらえるよう、「新しい学士への途」に制度の概要説明を充実させ
たり、全面的に用字用語について見直しを図ったり、また、専攻区分ごとに学習の意味
付けを行ってもらうための記述を追加するなど、大幅な改訂を行った。

○　学位取得者に学位記を送付する際にアンケート調
査票を同封したところ、４月期で384人に送付して
310人から回答があった。このアンケート調査の分析
により得られた知見に基づき、大学評価・学位授与機
構の学位授与制度を利用して学士の学位の取得を考え
ている人に、この制度をより理解してもらえるよう、
「新しい学士への途」に制度の概要説明を充実させた
り、全面的に用字用語について見直しを図ったり、ま
た、専攻区分ごとに学習の意味付けを行ってもらうた
めの記述を追加するなど、大幅な改訂を行っているこ
とは評価できる。

（２） （２） ○ 　省庁大学校修了に基
づく申請者に係る審査
等を適切に行い、学
士・修士・博士として
の水準を有していると
認められる者に対し、
適切に学位を授与して
いるか。

○

○

○

　いわゆる省庁大学校の修了者1,160人に対して、学士については、単位修得及び課程
修了に係る証明書の審査を行い、合格と判定された1,024人に対して規則どおり申請後
１月以内に学位を授与し、修士及び博士については、単位修得及び課程修了に係る証明
書の審査、また、論文審査及び面接による口頭試問を実施し、合格と判定された修士
109人、博士27人に対して規則どおり申請後６月以内に学位を授与した。これにより平
成18年度は、新たに3,739人に対して学位を授与し、平成３年度からの総計では、
38,565人に対して学位を授与した。
　平成18年度は、新たに課程認定を申し出た省庁大学校はなかったが、国立看護大学校
が研究課程部（博士相当課程）の設置を検討していたことから、必要に応じて助言を行
うとともに、専門的な事項に係る相談に応じるため、看護学部会にワーキンググループ
を設置した。
　平成18年度は、平成３年度及び平成13年度に課程認定を行った防衛大学校の本科及び
理工学研究科（前期課程・後期課程）、国立看護大学校看護学部看護学科の２校４課程
に対して、機構が定める規則に基づき、大学設置基準及び大学院設置基準等に準じて審
査を行った結果、「適」と判定し、各所管省庁を経由して教育施設の長に通知した。

○　平成18年度は、新たに課程認定を申し出た省庁
大学校はなかったが、国立看護大学校が研究課程部
（博士相当課程）の設置を検討していたことから、必
要に応じて助言を行うとともに、専門的な事項に係る
相談に応じるため、看護学部会にワーキンググループ
を設置していることは評価できる。

① 　省庁大学校の教育課程の認定申出を受
けて、当該教育課程が大学又は大学院教
育に相当する水準であるかどうか、大学
設置基準又は大学院設置基準に準じて審
査を行い、申出のあった年度末までに当
該教育課程の設置者に対して認定の可否
を通知する。

① 　省庁大学校の教育課程の認定申出につ
いては、当該教育課程が大学又は大学院
教育に相当する水準であるかどうか、大
学設置基準又は大学院設置基準に準じて
審査を行い、平成１８年度末までに当該
教育課程の設置者に対して認定の可否を
通知する。

○ 　平成18年度は、新たに課程認定を申し出た省庁大学校はなかったが、国立看護大学校
が研究課程部（博士相当課程）の設置を検討していたことから、必要に応じて助言を行
うとともに、専門的な事項に係る相談に応じるため、平成18年７月に、看護学部会に看
護学の各分野（精神、成人、母性、基礎、地域、小児）を専門とする専門委員で構成さ
れるワーキンググループを設置した。

② 　認定された教育課程の教育が大学又は
大学院と同等の水準に維持されているこ
とを確保するため、原則として５年ごと
にその実施状況等について審査を行い、
必要に応じ審査結果に基づく所要の改善
を求めるとともに、改善に向けた取り組
み状況等の報告を求める。

② 　平成３年度及び平成８年度及び平成１
３年度に認定等を受けた教育課程の教育
が、大学又は大学院と同等の水準に維持
されていることを確保するために、当該
教育課程の教育の実施状況等について審
査を行い、必要に応じ審査結果に基づく
所要の改善を求めるとともに、改善に向
けた取り組み状況等の報告を求める｡

○

○

　平成18年度は、平成３年度及び平成13年度に課程認定を行った防衛大学校の本科及び
理工学研究科（前期課程・後期課程）、国立看護大学校看護学部看護学科の２校４課程
に対して、機構が定める規則に基づき、大学設置基準及び大学院設置基準等に準じて審
査を行った結果、「適」と判定し、各所管省庁を経由して教育施設の長に通知した。
　平成18年度は、専門委員会・部会の業務の負担の平準化を図るため、平成17年度に引
き続き、第１回学位審査会（５月）において、あらかじめ審査を取り進めることの了承
を得て、７月及び９月の専門委員会・部会において審査を行った。

Ａ

　省庁大学校修了者に対する学位授与について 　省庁大学校修了者に対する学位授与について
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③ 　申請者に係る審査及び教育課程の認定
等の審査を適切に行うため、国公私立大
学の教員等で高度の学識を有する者の協
力を得て、分野別の専門家で構成する審
査組織を整備する。また、その組織・運
営に関しては必要に応じて見直し改善を
図る。

③ 　申請者に係る審査及び教育課程の認定
等の審査を適切に行うため、国公私立大
学の教員等で高度の学識を有する者の協
力を得て、分野別の専門家で構成する審
査組織を整備する。また、その組織・運
営に関しては必要に応じて見直し改善を
図る。

○ 　申請者に係る審査及び課程認定等を適切に行うため、国公私立大学の教員等で高度な
学識を有する者20人で構成される学位審査会を設置した。その下に、①論文審査及び口
頭試問、②課程認定等に関し教員組織等の審査を行うため、分野別に専門家の協力を得
て、専門委員会・部会を設置した。
　また、修士及び博士の審査に当たっては、申請者の専攻区分及び論文の内容によって
は、その専門に適した臨時専門委員を委嘱するなど、審査体制の整備を図った。

④ 　申請機関側の申請手続きに係る事務省
力化に資するため、教育課程認定申出等
に関し、申請書類及び必要書類の記入例
等の情報を電子媒体等で提供する仕組み
を導入する

④ 　教育課程認定申出等に関し、申請書類
及び必要書類の記入例等の情報を電子媒
体等で提供する。

○ 　課程認定申出等に関する申請書類及び必要書類の記入例等の情報を電子媒体等で提供
するため、平成18年度は、これらの申請書類及び必要書類の記入例等の情報を機構ウェ
ブサイトからダウンロードできるようにした。このことにより、課程の認定申出等を予
定する機関にとっての申請手続の省力化を図ることができた。

⑤ 　省庁大学校修了に基づく申請者に対
し、毎年度、学士、修士又は博士の申請
受付を行う。学士については単位修得状
況及び課程修了証明書に基づき申請後１
月以内に審査を終了し、学位を授与す
る。また、修士及び博士については単位
修得状況の審査に加え、論文及び口頭試
問による審査を行い、原則として申請後
６月以内に修士又は博士としての水準を
有していると認められる者に対して学位
を授与する。

⑤ 　当該年度の省庁大学校修了に基づく申
請者に対し、学士、修士又は博士の申請
受付を実施する。学士については単位修
得状況及び課程修了証明書に基づき申請
後１月以内に審査を終了し、学位を授与
する。また、修士及び博士については単
位修得状況の審査に加え、論文及び口頭
試問による審査を行い、原則として申請
後６月以内に修士又は博士としての水準
を有していると認められる者に対して学
位を授与する。

○

○

　申請者の便宜等も考慮し計画どおり実施した。具体的には、
①　学士については、７大学校７課程の修了者から申請があり、これらの大学校長
　の発行する単位修得及び課程修了に係る証明書に基づき、学位審査会で合格と判
　定された1,024人に申請後１月以内に学士の学位を授与した。
②　修士については、３大学校４課程の修了者から申請があり、単位修得及び課程
　修了確認を行うとともに論文審査及び面接による口頭試問を実施し、学位審査会
　で合格と判定された109人に申請後６月以内に修士の学位を授与した。
③　博士については、２大学校２課程の修了者から申請があり、単位修得及び課程
　修了確認を行うとともに論文審査及び面接による口頭試問を実施し、学位審査会
　で合格と判定された27人に申請後６月以内に博士の学位を授与した。
　学士、修士、博士のそれぞれの学位の水準を有していると認められる者に対して適切
に学位を授与するため、学位授与の審査に当たっては、個々の申請者の専攻区分、論文
題目に即した専門的知識を有する複数の専門委員が判定を行うなど、きめ細かな審査を
行った。

⑥ 　外部の有識者からなる検証組織に
より省庁大学校修了者に対する学位
授与業務について検証等を行う。

平成１８事業年度年度計画なし
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○ 　機構の行う大学評価
事業及び学位授与事業
に資するという観点か
ら、それらに関する調
査研究を適切に実施し
ているか。また、研究
成果を適切に公表して
いるか。

○ 　機構が行う調査研究には，機構が実施する大学評価及び学位授与の両業務の遂行に資
すること，両事業の結果に基づいて新しい高等教育像を構築することが求められてい
る。これらの使命を果たすために，機構では「大学等の教育研究活動等の状況について
の評価に関する調査研究」及び「学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関
する調査研究」という，大別して２つのテーマで調査研究を推進している。これらの
テーマのもと，大学・高等教育機関の質的向上を支援促進し，社会に対する説明責任
（アカウンタビリティ）を果たすための効率的な評価システムの構築を目的とした大学
等の評価に関する調査研究と，生涯学習教育において高等教育レベルの多様な学習の成
果を適切に評価するシステムなど、学習の評価に関わる問題についての調査研究を実施
している。これらの調査研究の成果は，機構が発行する学術誌『大学評価・学位研
究』，機構ウェブサイト，学術論文，口頭発表等により積極的に公表している。また，
調査研究にかかわる国際交流も精力的に行っている。

○　大学評価を業務とする大学評価・学位授与機構に
高等教育研究の部門（評価研究部）が設置されている
ことは評価できる。ただし、分野別の評価においては
各分野の専門家の協力が必要あるため、その中で大学
評価・学位授与機構に置かれている研究部門が明確な
役割を果たすことが望まれる。

（１） （１） ○ 　大学等の教育研究活
動等の状況についての
評価に関する調査研究
を適切に実施している
か。また、研究成果を
適切に公表している
か。

○

○

　機構内の大学評価に関する①大学評価の手法，評価指標の研究開発，②評価を教育研
究の質の向上に結びつける経営法の研究，③大学外組織の評価の大学評価への活用研
究，④大学評価における情報技術(IT)の活用研究，⑤機構の評価の機能及び有効性の研
究の５つのプロジェクトは中期計画及び年度計画に沿って活発に実施されている。これ
らの調査研究は，大学評価事業と深く関係しており，各プロジェクトで得られた成果は
大学評価システムの構築と大学評価事業に有効に活用されている。また，大学等への大
学評価の普及のために，調査研究により得られた結果の積極的な公表に努めており，そ
の結果として中間的成果ではあるが多くの学術論文誌への掲載，学会発表等を行うなど
成果が上がっている。
　大学評価及び学位授与を中心としてこれらに関連する高等教育の諸課題・諸理論につ
いての論文，研究ノート・資料などを掲載する学術誌「大学評価・学位授与」を平成18
年度に１号発行した。これにより，大学評価及び学位授与に関する研究成果の集積及び
公表が行われ，高等教育研究の発展と普及に貢献している。また、調査研究に関係する
海外の研究者来日時には公開講演会等を開催し，調査研究成果を直接的に外部へ情報発
信している。平成18年度は計5回の公開研究会等を開催した。

○　評価研究の成果を広く公表していることは評価で
きる。大学評価は適切な大学制度の基盤の上で有効性
を持つものであり、より効果的な評価システムの構築
に資するため、大学制度についても視野に入れ、評価
研究に取り組むことが望ましい。

1) 1) ○ 　平成18年度事業計画に基づき，機構内の教員を中心に，他の組織からも高い専門的知
識を有する教職員を共同研究者として迎え，①大学評価の手法，評価指標の研究開発，
②評価を教育研究の質の向上に結びつける経営法の研究，③大学外組織の評価の大学評
価への活用研究，④大学評価における情報技術(IT)の活用研究，⑤機構の評価の機能及
び有効性の研究の５つのプロジェクトを遂行した。これらの調査研究は大学評価事業と
深く関係しており，各プロジェクトで得られた成果は大学評価事業に有効に活用されて
いる。また，研究成果は随時公表に努めており，その結果として，多くの論文，学会発
表等の成果が上がっている。

Ａ ○　他の組織の研究者との共同研究は、大学評価につ
いての意義を共有し、発展させることから評価でき
る。また積極的な研究成果の発表も評価できる。

① 　大学評価の手法、評価指標の研究開発
（目標①、⑤）
　平成１７年度までに、大学の諸活動に
関する測定指標に係る調査研究を行う。
　平成２０年度までに、上記の成果及び
当該時における状況を踏まえた、国内外
の大学等での自己評価及び大学評価機関
における評価の最新状況及び理論の把握
及び大学評価の組織、手法、指標、評価
の活用法の研究開発を行う。

① 　大学評価の手法、評価指標の研究開発
　昨年度までに得られた知見を基に、国
内外の大学等における評価やその指標の
最新状況に係る調査をさらに実施すると
ともに、大学等の諸活動を示す指標の評
価への活用の可能性と課題について具体
的に検討する。

○

○

○

　
　前年度までに実施した調査研究（本プロジェクト第一期）のとりまとめを継続して行
い、「大学評価・学位研究」に論文等７編、海外の学術誌論文２編、国内の学術誌論文
１編などを公表した。
　国内外の評価手法や指標に係る最新状況の調査として、米国大学アクレディテーショ
ン協会、２つの米国大学研究管理者協会、米国科学財団、独国アクレディテーション機
関(ACQUIN)、仏国研究所などの会合参加や関係者へのヒアリング調査を行った。
　平成１８年度に大学情報データベース事業の試行的構築により入力されたデータを解
析することにより、評価で参照しうる指標やそのグラフ表現の方法について検討を行っ
た。検討内容は大学情報データベースの本格構築における指標の設定やレポート作成様
式の設計に直接的に反映された。

② 　評価を教育研究の質の向上に結びつけ
る経営法の研究（目標①、⑤）
　平成１７年度までに、日英高等教育に
関する協力プログラムにおいて、日英の
大学経営の在り方等に関する共同研究を
行う。
　平成２０年度までに、上記の成果及び
当該時における状況を踏まえた、外国機
関との協力による大学評価の組織、手
法、指標等及び評価の活用法の研究開発
を行う。

② 　評価を教育研究の質の向上に結びつけ
る経営法の研究
　本年度は、日英高等教育に関する協力
プログラムにおける研究成果を踏まえ、
外国機関との協力による大学評価の組
織、手法、指標等及び評価の活用法の研
究開発を行う。

○

○

○

○

○

　
　評価の活用法に関して，「評価結果を教育研究の質の改善・向上に結びつける活動に
関する研究プロジェクト」を組織した。そして，特に今年度は授業評価の効果的な活用
方法について，8月に東京と京都において米国より専門家を招聘し，シンポジウム「授
業評価で大学をどう変えるか」を開催した。シンポジウムは大変好評を得，機構の姿勢
として「改善に資する評価」を大きくアピールすることができた。
　シンポジウム参加者に対して質問紙調査を行い，授業評価の活用の現状について調査
を行った。講演録及び調査結果を報告書にまとめて公開した。調査結果は機構の評価基
準9の評価の視点にも活かされた。
　シンポジストとして招聘したPeter Seldin氏は教育業績の記録としてのTeaching
Portfolioの権威であり，この手法は教育業績評価の活用に有力なアプローチであると
判断したため，氏の著書である「Teaching Portfolio」の日本語訳出版の契約を交わし
た。本書籍はH19年度に出版の予定である。
　日英高等教育プログラムでは，機構は日本側推進委員会の事務局を担当し、機構長が
同委員会委員長を務めている。
　平成18年７月，日本側推進委員会を開催し，その結果について英国側とも調整を行っ
た結果，プログラムの第３フェーズとして，「高等教育に関する地域貢献プロジェク
ト」（平成19年１月～平成19年９月）を実施することとなり，平成19年５月予定の日本
側参加機関による英国へのビジット，平成19年６月予定の英国側参加機関による日本へ
のビジット及び高等教育ポリシー・フォーラムに向けた準備を進めた。

　調査及び研究

委員のコメント

　調査及び研究 Ａ

Ａ

平成１８年度計画 評定

（３）調査及び研究（Ⅱ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置）

　大学等の教育研究活動等の状況についての評価
に関する調査及び研究

　大学等の教育研究活動等の状況についての評価
に関する調査及び研究

中期計画・年度計画に対する実績評価の観点中期計画

　調査研究プロジェクト（(　)内は中期目標
との主たる関係）

　調査研究プロジェクト
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○

○

　
　平成18年12月，英国（エジンバラ）で開催された国際会議”Going Global ２ The
UK’s International Education Conference”（ブリティッシュ・カウンシル主催）に
機構から４名が参加し，機構長がこれまでの日英高等教育に関する協力プログラムの実
績について発表を行うとともに，引き続き開催された国際高等教育ポリシー・フォーラ
ムにおいて，現状の二国間プログラムに加え，中国，インドなどとの多国間連携実施の
可能性等について協議を行った。
　英国のQAAと，平成19年２月に高等教育質保証分野での連携に関する覚書（MoU）を締
結した。本覚書に基づき，「高等教育の質保証に関する日英双方の用語集の作成」，
「評価機関の国際通用性に関するプロジェクト」等のプロジェクトを日英双方で実施し
ていくことで合意が得られたことを受け，プロジェクトの具体的な内容についてQAAと
連絡調整を行い，準備を進めた。

③ 　大学外組織の評価の大学評価への活用
研究（目標②、⑤）
　平成１７年度までに、民間的経営手法
の大学評価への活用に係る研究を行う。
　平成２０年度までに、上記の成果及び
当該時における状況を踏まえた、大学外
の組織の評価の、最新状況及び理論の把
握、及び大学評価の組織、手法、指標、
評価の活用法の研究開発を行う。

③ 　大学外組織の評価の大学評価への活用
研究
　本研究は、民間的経営手法の大学評価
への活用に係る研究を行うものであり、
平成１６年度から平成１８年度までの３
年計画である。
　本年度はその３年目であり、次の調査
を行う。
・大学評価に可能な民間経営体の評価
　に関わる経営手法の継続調査
・大学の経営体化の動向と経営的手法
　の導入状況に関する調査結果を基に
　した、大学評価への適用可能性に関
　する取り纏め及び関連情報の蓄積及
　び公表

○ 　年度計画に基づき，大学評価に可能な民間経営体の評価に関わる経営手法の継続調
査，大学の経営体化の動向と経営的手法の導入状況に関する調査，民間的発想の経営手
法の大学評価への活用法に関するシミュレーション（実際に経営手法を適応する場合に
生ずる問題等に関する検討）を着実に遂行した。平成１８年度はさらに大学を対象とし
た訪問調査も実施し，実際の大学の側の意見を取り入れるよう努めた。
　これらの研究成果の一部は，既に学術論文あるいは口頭発表として公表され，また機
構の出版する学術雑誌での公表を待つ段階にある。

○　民間経営体の評価と大学評価の違いや共通点を研
究することは重要であり、今後も研究を進めることが
望まれる。

④ 　大学評価における情報技術（ＩＴ）の
活用研究（目標③、⑤）
　平成１８年度までに、大学情報の構造
解析と評価への応用に係る研究を行う。
　平成２０年度までに、上記の成果及び
当該時における状況を踏まえた、情報技
術の活用法及び理論の最新状況の把握及
び大学評価の組織、手法、指標等及び評
価の活用法の研究開発を行う。

④ 　大学評価における情報技術（ＩＴ）の
活用研究
　本研究は、大学情報の構造解析と評価
への応用に係る研究を行うものであり、
平成１６年度から平成１８年度までの３
年計画である。
　本年度はその３年目であり、次の調査
及び研究を行う。
・大学情報に関連する研究・開発動向
　の調査
・教育情報を主体とした大学情報に関
　するデータベースの構築
・大学評価におけるデータベース等の
　活用（支援システム構築）の検討

○

○

　大学情報及び情報化に関連する研究・開発動向の調査として，特に米国における高等
教育情報の収集とその活用についての調査検討を行い検討結果の一部は『大学評価・学
位研究』第６号に掲載予定である。
　いくつかの大学等においてインターネット等で公開されているもの及びCDで入手した
電子的な教育を中心とした情報の収集と構造解析及びデータベース構築の再検討を行っ
た。また評価事業支援に資することを目的とし試作した各種システムの検討と改良を実
施した（例えばクラスタリングを用いたカリキュラム分析システムにおいては専門職大
学院のカリキュラムを対象として専門教育課程間の比較分析を実施した）。得られた研
究成果は，本機構及び一般の学術誌等への掲載，学会学術講演会等での講演発表により
公表した。

⑤ ⑤ ○

○

○

  平成１７年度の評価実施校（評価を受けた大学４校，短期大学２校，高等専門学校1
8校，法科大学院４校）及び機構の評価担当者に対してアンケート調査を実施し調査結
果をとりまとめた。また，アンケートに追加の検証が必要と思われる意見を回答した一
部の評価実施校にはさらなる調査をインタビュー形式で実施した。
  アンケート調査等の結果から，平成17年度に実施した認証評価については、①評価基
準等の構成・内容の設定や書面調査・訪問調査の実施内容及び評価報告書の内容が概ね
適切であったこと、②評価実施校や評価担当者向けに実施した説明会，研修会がほぼ有
効に機能したこと、③今回の評価のために評価実施校が自己評価を行ったことや機構か
ら評価結果を受けたことが，対象校の課題把握や評価の重要性の認識の浸透等に一定の
効果・影響を及ぼし，またいくつかの改善の取組が行われていること、などが確認さ
れ，全体として認証評価の目的に照らした機能及び有効性が発揮されているものと分析
された。これらの結果は「平成１７年度に実施したそれぞれの機関別認証評価の検証結
果報告書としてまとめられている。
  上述の結果とは対照的に，評価に係る評価実施校や評価担当者の負担を軽減していく
ことや，認証評価制度等についての社会的認知度を高め，各機関の取組を社会や地域に
適切に示すことにより，社会からの理解，支援を得ていくためのさらなる改善が必要で
あるとの分析もなされた。このため、評価方法の改善に関する研究を行い，改善策を提
案するとともに、評価情報の公開手法の研究に着手した。

○

○

  評価方法の改善に向けた研究から基準・観点（解釈指針）の表現について、評価実施
校向けの説明会，自己評価担当者等に対する研修会そして機構の評価担当者に対する研
修会をより効果的なものとするための方法、機構の評価担当者が書面調査を行う際に使
用する書面調査票について、さらには評価情報の安全性を高めることを検討し改善策を
提案した。これらの提案に基づく改善については、既に一部平成１８年度に実施されて
いる。
  効果的な認証評価情報の公開手法に関する研究については、まず、調査対象を特に認
証評価情報を必要とする高校関係者と企業に特定し調査計画の設定を行い実施した。平
成１８年度のヒアリング調査の分析結果は、INQUAAHE CONFERENCE 2007にて発表され
た。

　機構の評価の機能及び有効性の研究
（目標④、⑤）
　平成１６年度に、平成１２年度から１
５年度の試行的実施期間に機構が実施し
た評価の内容・方法について、総合的な
検証を実施する。
　平成２０年度までに、評価実施校等に
対して実施する調査の結果等について分
析・研究し、機構としての自己点検・評
価に反映させるとともに機構の評価の改
善に活かす。

　機構の評価の機能及び有効性の研究
　平成１７年度の評価実施校等に対して
実施した調査の結果等について分析・研
究し、機構としての自己点検・評価に反
映させるとともに機構の評価の改善に活
かす。
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2） 2) ○

○

○

○

○

　
　調査研究の成果は、学術誌『大学評価・学位研究』第５号に論文２編を掲載するとと
もに、機構のウェブサイトに掲載し公表した。
　上掲の学術誌のほか，評価研究部教員の研究成果は，学術論文８編，著書・訳書１
編，口頭発表11件，報告書原稿等１件を通して公開した。
　研究会等の開催については、海外からの招へい者による公開講演会を含む５回の研究
会・シンポジウム・講演会を開催した。
　評価研究部の教員を中心に遂行する科学研究費補助金については、新規３件、継続２
件が採択され、690万円の交付を受けた。また、平成19年度の申請にあたり、説明会を
開催するなど申請件数の増加に努めた。（平成19年度　新規４件、継続３件の交付内
定)
　「海外派遣研究員制度」について、平成18年度は評価研究部から1名をアメリカ合衆
国に派遣して研究の推進に資するよう努めた。（研究テーマ：「大学の質の向上のため
の要因と方策に関する研究」）

Ａ

（２） （２） ○ 　学位の授与を行うた
めに必要な学習の成果
の評価に関する調査研
究を適切に実施してい
るか。また、研究成果
を適切に公表している
か。

○

○

　機構は，我が国において大学以外で唯一学位の授与を行う機関である。学位取得への
機会の拡大と厳正な審査過程の運用という命題のバランスを保ちながら学位授与を行う
ために，学位を相対化した調査研究とその成果の普及は極めて重要な役割をもつもので
ある。平成18年度は，より適切な学習の審査と学位の授与を行うために不可欠な調査及
び研究を継続あるいは新たにスタートした。
　調査研究の成果は，機構が発刊する学術誌『大学評価・学位研究』を含む学術誌での
学術論文15編，著書・訳書２編，科学研究費補助金報告書３編，講演会・公開シンポジ
ウム主催３件，研究会主催９件等によって公開したほか，ウェブサイトに掲載して広く
情報提供を行った。

○　学位の機能や役割を明確化し、社会に対しわかり
やすく説明することは重要であり、そのための基礎的
研究を行っている点は評価できる。例えば学位に関す
る国際比較の研究を進めている点は、教育のグローバ
ル化が進む社会のニーズに則しており評価できる。

1) 1) ○ 　平成18年度事業計画に従い，高等教育に関わる研究として①学位の構造・機能と国際
通用性に関する研究と②高等教育レベルの学習の多様化に応じた学習成果の評価に関す
る研究を遂行した。これらのテーマのもとでおのおの，（①‐ア）学位・単位制度のあ
り方及びその通用性に関する研究と（①‐イ）機構での学位取得後１年及び５年を経過
した者への調査及び学位授与制度に関する研究（②‐ア）、高等教育レベルの学習行動
及び学習機会の実態と潜在的需要に関する研究と（②‐イ）高等教育レベルの多様な学
習成果の評価と単位の認定方法に係る研究という４つのプロジェクトを遂行した。これ
らと並行して学位授与事業の実務を支援し改善策を企画・提案するための実践的調査研
究も行った。
　これら，学位と単位を中心とした高等教育に関する研究の遂行と，学位授与事業に直
結する研究の遂行という二つの使命を共に果たすことに努め，各研究プロジェクトを計
画に沿って着実に実施して所期の成果を挙げた。

Ａ
○　博士の質の保証などポスドク問題に直面するなか
で重要な課題に取り組んでおり評価できる。

① 　学位の構造・機能と国際通用性に関す
る研究

① 　学位の構造・機能と国際通用性に関す
る研究

○ 　学位・単位制度のあり方及びその通用性に関する研究と，機構での学位取得後１年及
び５年を経過した者への調査及び学位授与制度に関する研究という二つのプロジェクト
の双方について，学位システム研究会の活動及び単位積み上げ型の学士の学位取得者に
対する学位取得直後から１年後、５年後の３時点における追跡調査（アンケート）等を
基盤として，計画に沿って着実に調査研究を実施した。

ア　学位の要件となる学習の体系的な
　構造の研究（目標①、⑤）
　　学位を取得するために求められる
　学習の構成と要件について、学位・
　単位制度に関する理論的基底及び諸
　外国との比較を踏まえて研究する。

ア　学位制度に関する理論的基底及び
　国内外の最新動向の把握に努め、学
　位の要件となる学習の体系的な構成
　と学位・単位制度のあり方及びその
　通用性を検討するための研究を行
　う。

○

○

　平成16年度以来，高等教育研究を専門とする外部学識経験者と行政の担当者である文
部科学省関係者，及び学位審査研究部教員から成る「学位システム研究会」を中心とし
て、学位制度の理論的基底及び学位・単位制度のあり方（学位に付記する専攻分野名称
の分析を含む）に関する具体的な調査研究を進めている。平成18年度には，17年度に設
置した「学位システム研究会ＷＧ」において学位の要件、学位システムの構造に関する
国際比較調査（イギリス，アメリカ，フランス，ドイツ，日本）を継続して行い，調査
結果を年度末の研究会で中間まとめとして報告した。
　博士の学位の質保証について検討するため，特に工学系博士課程の制度と運用の実状
を調査した。また，平成19年度に本格実施予定の修士課程教育に関する予備調査とし
て，国内の大学における修士の学位審査に関する情報の収集を行うと共に，ドイツのエ
リート大学の１つとして選定されたTUMにおける修士レベルの課程の学位審査規定等の
資料の収集を行い，新たな学位制度への移行状況を把握した。

イ　機構の学位授与制度の現状及び機
　能に関する研究（目標①、④、⑤）
　　機構が実施する学位授与制度の現
　状及び社会的要請を把握するため、
　機構の学位取得者に対して継続的に
　調査を実施し、業務の円滑な遂行並
　びに改善に資するためのデータを提
　供する。

イ　機構での学位取得後、１年及び５
　年を経過した者を対象に調査を実施
　し、業務の円滑な遂行並びに改善に
　資するためのデータを提供する。

○

○

○

　学位授与のための審査が，機械的・形式的な手続きに流れることなく学術的な論理に
貫徹されて実施するために枢要なプロジェクトとして，平成１８年度は例年通り「直後
調査」，「１年度・５年後調査」を遂行した。またそれらの調査の分析の結果得られた
知見から「新しい学士への途」をより正確かつわかりやすくするための，申請者の立場
に立った大幅改訂（19年度版）に資する調査・検討を行った。
　学士の学位取得の機会拡大を目的として，新しい専攻の区分を設置するための調査研
究を行い，新たに「口腔保健衛生学」の区分を設け学士（口腔保健学）取得の道を開い
た。また平成17年度から実施している「学位審査会専門委員協議会」を開催し，学位授
与事業における審査を担当する専門委員のうち新任の委員に対するオリエンテーション
として学位審査研究部の教員４名が講演した。
　学位授与のための審査の経験を積んだ機構の専門委員に対して退任直後にアンケート
調査を実施し、学士，修士，博士の学位授与の審査における着眼点や他大学での経験と
の差異などについて意見を聴取することによって，機構が授与する学位の質の国内にお
ける相対化及びその維持に繋げた。

　学位の授与を行うために必要な学習の成果の評
価に関する調査及び研究

　研究成果の公表等
　調査研究成果は、年に１回以上発行する機
構の研究紀要『大学評価』に掲載して、速や
かに外部へ公表する。また、研究成果を情報
提供事業、評価に関する普及活動のコンテン
ツとして活用する。
　また、研究者個人が、上記調査研究プロ
ジェクト遂行の基礎として行った研究及びプ
ロジェクトの成果をさらに発展させた内容に
ついて学会誌等に投稿するなどの活動を支援
する。

　研究成果の公表等
　調査研究成果は、年に１回以上発行する機
構の学術誌『大学評価･学位研究』（平成１
６年度に『大学評価』と『学位研究』を統
合）に掲載して、速やかに外部へ公表する。
また、研究成果を情報提供事業、評価に関す
る普及活動のコンテンツとして活用する。
　また、研究者個人が、上記調査研究プロ
ジェクト遂行の基礎として行った研究及びプ
ロジェクトの成果をさらに発展させた内容に
ついて学会誌への投稿、関連書籍への寄稿、
出版、公開シンポジウム・フォーラムなどの
発表の場の提供など、研究活動について、機
構全体として支援を行う。

　調査研究プロジェクト

Ａ　学位の授与を行うために必要な学習の成果の評
価に関する調査及び研究

　調査研究プロジェクト（（　）内は中期目
標との主たる関係）
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② 　高等教育レベルの学習の多様化に応じ
た学習の成果の評価に関する研究

② 　高等教育レベルの学習の多様化に応じ
た学習の成果の評価に関する研究

○ 　高等教育レベルの学習行動及び学習機会の実態と潜在的需要に関する研究と，高等教
育レベルの多様な学習成果の評価と単位の認定方法に係る研究という二つのプロジェク
トの双方について，学位審査研究部を中心とした調査研究活動を遂行し，着実に調査研
究を実施した。

ア  学習行動及び学習機会の多様化の
　実態と潜在的需要の実証研究（目標
　②、③、⑤）
　　現代日本における高等教育レベル
　の学習行動、学習機会の多様化及び
　学生の流動化（転学、編入学、再入
　学等）の実態と潜在的需要について
　実証的研究を行う。

ア　高等教育レベルの学習行動及び学
　習機会の実態と潜在的需要に関する
　調査のデータ入力、一次分析を行
　う。

○

○

　国内の学生の流動化に関する調査研究として，平成17年度に実施したアンケート調査
「学生の流動化と支援体制に関する調査（第２回）の分析作業を進めたほか，平成19年
２月に神戸市「大学共同利用施設（UNITY）」を訪問調査し，事業の実態を把握した。
　国際的な学生の流動化の実態と支援システムに関する調査研究として，平成18年12月
にフィンランド・タンペレ大学高等教育グループのリサーチディレクターによる講演会
を行った。さらに，学生の機関間移動により生じる諸問題への対応に先駆的に取り組ん
できたアメリカから関係者を招聘して国際シンポジウム「ユニバーサル時代の学位と学
習履歴」を開催し，機関間移動を支援する諸仕組みについて情報を収集するとともに，
国内の高等教育関係者に対して問題意識の喚起と情報発信を行った。

イ　多様な学習成果の評価と単位の認
　定方法の研究開発（目標③、⑤）
　　高等教育レベルで行われる多様な
　学習の成果を評価し、単位認定する
　方法、並びに単位の互換や累積に基
　づく学位授与のあり方について研究
　開発を行う。

イ　高等教育レベルの多様な学習成果
　の評価と単位の認定方法に係る研究
　を行うとともに、単位の互換や累積
　に基づく学位授与のあり方について
　研究開発を行う。

○

○

　電子化シラバスの活用により機構の行う学位授与事業に不可欠な科目の分類作業を支
援するシステムの構築を目指し，複数の専攻区分を対象としてその有効性の検証を行う
など，システムの実稼働を視野に入れた諸検討を行った。
　わが国の大学における単位互換制度について，法令上の位置づけ等を整理したうえ
で，当該制度の普及状況を2002，2005年度に学位審査研究部で実施した「学生の流動化
と支援体制に関する調査」の結果等を用いて提示するとともに，当機構における業務の
経験等をふまえて，同制度の運用上の問題点を指摘した。

2） 2) ○

○

○

○

○

　調査研究の成果は，学術誌『大学評価・学位研究』第５号に論文１件を掲載し冊子体
及びウェブ上の情報として公表した。
　上掲の学術誌のほか，学位審査研究部教員の研究成果は，学術論文13編，著書・訳書
２編，科学研究費補助金報告書３編等を通して公表した。
　研究会等の開催については、講演会・公開シンポジウム３件，研究会主催８件等を開
催したほか，機構ウェブサイトにも掲載して広く情報提供を行った。
　学位審査研究部の教員を中心に実施する科学研究補助金に関し，新規２件，継続１件
が採択され，科学研究費補助金590万円の交付を受けた。また、平成19年度の申請にあ
たり、説明会を開催するなど申請件数の増加に努めた。（平成19年度　新規２件、継続
２件の交付内定）。また、科学研究費補助金については、内部監査を行っており、適正
な使用の確保に努めている。
　「海外派遣研究員制度」を利用して学位審査研究部から教員１名を１ヶ月間アメリカ
に派遣して研究の推進に資するよう努めた。（研究テーマ：「米国高等教育における地
域アクレディテーション団体と州による設置認可の機能に関する研究」）

Ａ
○　研究成果の公表などの取組は、精力的に努力され
ているが、今後、科学研究費補助金の積極的な申請と
獲得が望まれる。科学研究費補助金の不正使用防止に
関しては、内部監査を行っており、今後も適正な使用
がなされるよう体制を維持・向上していくことが期待
される。

　研究成果の公表等
　調査研究成果は、年に１回以上発行する機
構の研究紀要『学位研究』に掲載して、速や
かに外部に公表、提供し、関係高等教育機
関、生涯学習機関、高等教育研究者の利用に
供する。
　また、学位を中心とした高等教育に関する
諸問題についての研究会、シンポジウム等を
開催して知識及び研究成果の共有を図る。
　また、研究者個人が、上記調査研究プロ
ジェクト遂行の基礎として行った研究及びプ
ロジェクトの成果をさらに発展させた内容に
ついて学会誌等に投稿するなどの活動を支援
する。

　研究成果の公表等
　調査研究成果は、年に１回以上発行する機
構の学術誌『大学評価・学位研究』（平成１
６年度に『大学評価』と『学位研究』を統
合）に掲載して、速やかに外部に公表、提供
する。また、学位を中心とした高等教育に関
する諸問題についての研究会、公開シンポジ
ウム等を開催して知識及び研究成果の共有を
図る。また、研究者個人が、上記調査研究プ
ロジェクト遂行の基礎として行った研究及び
プロジェクトの成果をさらに発展させた内容
について学会誌等への投稿、関連書籍への寄
稿、出版、公開シンポジウム・フォーラムな
どの発表の場の提供など、研究活動につい
て、機構全体として支援を行う。
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○ 　大学評価や学習の機
会に関する情報を体系
的に収集、整理すると
ともに、効果的な情報
提供を行っているか。

○

○

○

○

　評価に関する情報の収集，整理，提供については，20の国立大学法人の協力を得て，
データ収集・蓄積に係るシステムの動作状況について検証を行うことを趣旨として，平
成17年度より実施している「試行的構築」の協力法人の意見・要望等を踏まえ，また，
中期目標期間における国立大学法人等の教育研究評価の検討状況を踏まえたソフトウェ
アの機能拡張・修正等及び指標・データを提供する機能追加・ハードウェアの整備を
行った。
　また，大学情報データベースに関するセミナーの開催等を通じて国立大学法人等関係
者と意見交換を行うなど，所期の計画を完了した。
　国内の大学等及び社会各方面のニーズに応えるべく情報提供機能を強化するとの観点
から，「大学評価情報ポータルサイト」の構築に着手し，19年度からの運用開始に向
け，情報収集・整理・提供事業を進める基盤整備を図った。
　国外の評価機関等の情報については，英国のQAAとの間で覚書（MoU）を締結し，ま
た，中国，北欧諸国の評価関係機関との間で関係者の招へい及びシンポジウム，講演会
の開催を通じて緊密な関係を構築したことにより，継続的かつ広範な情報収集手段を確
保することができた。
　学習の機会に関する情報については、「科目等履修生制度の開設大学一覧」等を関係
する全国の大学等に送付するとともに、機構のウェブサイトで公開した。また、学位授
与事業に関心のある人々や申請予定者に事業内容や手続が分かりやすく、使いやすい
ウェブサイトを構築するためにページの構成及び内容等について改善・充実するととも
に、学位授与に関する各種資料を積極的に公開した。この結果，学位授与事業に係る
ウェブサイトのアクセス件数は、当初の計画の45万件を上回る51万件となった。

○　大学情報データベースの構築に向けた努力は評価
できる。また、情報提供に関しても順調に進捗してい
ることは評価できる。

（１） （１） ○ ○

○

○

 「試行的構築」協力法人の意見・要望等及び中期目標期間における国立大学法人等の
教育研究評価の検討状況を踏まえたソフトウェアの機能拡張・修正等及び指標・データ
を提供する機能追加・ハードウェアの整備を行った。
　また，大学情報データベースに関するセミナーの開催等を通じて国立大学法人等関係
者と意見交換を行うなど，所期の計画を完了した。
　国内の大学等及び社会各方面のニーズに応えるべく情報提供機能を強化するとの観点
から，「大学評価情報ポータルサイト」を新たに構築したことにより，情報収集・整
理・提供事業を進める基盤整備ができた。
　国外の評価機関等の情報については，英国のQAAとの間で覚書（MoU）を締結し，ま
た，中国，北欧諸国の評価関係機関との間で関係者の招へい及びシンポジウム，講演会
の開催を通じて親密な関係を構築したことにより，継続的かつ広範な情報収集手段を確
保することができた。

○　国内の大学等及び社会各方面のニーズに応えるべ
く情報提供機能を強化するとの観点から，「大学評価
情報ポータルサイト」を新たに構築したことにより，
情報収集・整理・提供事業を進める基盤整備を行った
ことは評価できる。
○　国外の評価機関等の情報については，英国のQAA
との間で覚書（MoU）を締結し，また，中国，北欧諸
国の評価関係機関との間で関係者の招へい及びシンポ
ジウム，講演会の開催を通じて親密な関係を構築した
ことにより，継続的かつ広範な情報収集手段を確保す
ることができたことは評価できる。

１） １） ○ 　「試行的構築」協力法人の意見・要望等及び中期目標期間における国立大学法人等の
教育研究評価の検討状況を踏まえたソフトウェアの機能拡張・修正等及び指標・データ
を提供する機能追加・ハードウェアの整備を行った。
　また，大学情報データベースに関するセミナーの開催等を通じて国立大学法人等関係
者と意見交換を行うなど，所期の計画を完了した。

Ａ

① 　大学等と連携・協力の上、大学情報の
収集、整理、提供を行う大学情報データ
ベースを構築する。そのために必要なソ
フトウェアを開発するとともにハード
ウェアの整備を行い、国立大学及び大学
共同利用機関の協力の下に、毎年度定期
的に情報の提供を受ける。
　また、公私立大学については、各大学
の要請を踏まえ情報の提供を受ける。
　公開セミナー等を年１回以上開催し、
国立大学等との情報交換を進めるととも
に、大学情報データベースシステムに対
する理解を深める。

① 　大学等と連携・協力の上、大学情報の
収集、整理、提供を行う大学情報データ
ベースについて、機構が収集する情報の
内容やその整理、提供に関する検討状況
を踏まえ、情報の整理、提供に係るソフ
トウェアの機能拡張・修正等、必要とな
る措置を行う。
　また、公開セミナー等を１回以上開催
し、国立大学等との情報交換を進めると
ともに、大学情報データベースシステム
に対する理解を深める。

○

○

　平成17年度に引き続き，「試行的構築」協力法人と連携・協力を図りながら，情報の
整理・提供に係るソフトウェアの機能拡張・修正等必要となる措置を行った。
　機能拡張・修正等を行うに当たり，機構での検討状況について「試行的構築」協力法
人に対して意見照会を行い，得られた意見・要望等も踏まえ，必要となる措置を行っ
た。特に，各国立大学法人等で入力したデータを機構側において集計し，各国立大学等
及び機構の評価担当者へ指標・データを提供する機能追加・ハードウェアの整備を行う
ことにより，中期目標期間における国立大学法人等の教育研究評価への対応が可能と
なった。
　平成19年２月に，セミナー「大学情報データベースと評価への活用」を開催し，大学
情報データベースの構築目的等の概要や，中期目標期間における国立大学法人等の教育
研究評価の活用事例及び「試行的構築」の状況について情報提供を行うとともに，意見
を聴取し，ソフトウェアの機能拡張等に反映させた。
　また，文部科学省が平成19年２月に開催した「国立大学法人評価実務担当者連絡会」
や，国立大学協会の支部等でも，大学情報データベースの活用について情報提供を行
い，意見を聴取した。

② 　大学等が自己評価や教育研究活動の改
善等を行うに際しての活用、機構の評価
における活用や、大学情報
の社会へのわかりやすい提供等に資する
ため、情報の整理・分析を行う。

② 　大学等が自己評価や教育研究活動の改
善等を行うに際しての活用、機構の評価
における活用や、大学情報の社会へのわ
かりやすい提供等に資するため、機構が
収集する情報の内容について検討を行
う。

○

○

　各大学の自己点検・評価への活用及び機構の評価の公正性・透明性を確保するための
客観的な基礎情報としての活用を可能とするデータベースを試行的に構築した。
　データ項目については，他機関が実施する調査との整合性の確保，作業負担軽減のた
めの集計単位及び定義付けの見直し等，試行的構築及びアンケート調査を通じて得られ
た協力法人からの意見を踏まえて精選した。
　特に，国立大学法人評価で示す資料・データの例との整合性を踏まえて，検討を行っ
た。

○　評価情報のデータベース化は、大学等の評価作業
負担の軽減に貢献するものであり期待される。

　大学評価に関する情
報を体系的に収集、整
理するとともに、効果
的な情報提供を行って
いるか。

Ａ

Ａ

　情報の収集、整理、提供 　情報の収集、整理、提供

　評価に関する情報の収集、整理、提供 　評価に関する情報の収集、整理、提供

　大学情報データベースシステムによる情報
の収集、整理、提供

　大学情報データベースシステムによる情報
の収集、整理、提供

委員コメント中期計画・年度計画に対する実績 評定評価の観点中期計画 平成１８年度計画

（４）情報の収集、整理、提供（Ⅱ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置）
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③ 　上記で収集・整理された情報を、機構
の評価において評価担当者に提供すると
ともに、各大学等に提供していく。ま
た、国民各層に利用しやすい形で提供し
ていく。

④ 　上記①から③の情報収集・提供事業を
円滑に実施するために、セキュリティに
十分配慮しつつ情報基盤の強化を図り、
外部接続回線の増強を図る。

⑤ 　大学情報データベースシステムの運用
開始後のウェブサイトのアクセス件数に
ついて、毎年１０％以上の増加となるよ
うに、情報提供の充実を図る。

２） ２） ○

○

○

○

○

　評価に関する大学等のニーズに応えるとともに，大学等の活動に対する国民の理解の
増進に寄与するという観点から，「大学評価情報ポータルサイト」を新たに構築し，こ
れにより，情報収集，整理，提供事業を進める基盤ができた。
　国内の各評価機関と連絡会を開催するとともに，各評価機関が実施するセミナー等に
積極的に参加し，情報収集を行った。特に，英国のQAAと覚書（MoU）を締結した。これ
により，両機関の有する情報の交換を定期的に行うこととし，継続的な情報収集体制を
確立した。
　諸外国の高等教育に関する評価機関等の訪問，来訪者の受入及び専門家の招へいによ
り，情報収集及び意見交換を行い，またINQAAHEなどの国際会議への参加を通じても情
報収集した。
　国内外の他機関が開催するセミナー等に参加し，評価に関する調査・研究に関する情
報を収集した。
　機構が行う大学評価や我が国の大学評価制度等に関する英文説明資料（英文概要及び
プレゼンテーション資料）を作成し，国際会議や，諸外国・地域の評価機関訪問，関係
者の招へい及び来訪者対応等の場で活用し，情報提供を行った。
　また，機構が平成18年５月に刊行した『大学評価文化の展開－わかりやすい大学評価
の技法－』を海外向けに原稿の加筆・修正を行った上，英訳版原案を作成した。
　この他，英文ウェブサイトのリニューアルを実施するとともに，評価に関する国際連
携活動に関する情報を中心にコンテンツを充実させた。

Ａ
○　大学評価・学位授与機構が行う大学評価や我が国
の大学評価制度等に関する英文説明資料（英文概要及
びプレゼンテーション資料）を作成し，国際会議や，
諸外国・地域の評価機関訪問，関係者の招へい及び来
訪者対応等の場で活用し，情報提供が行われている。
　また，大学評価・学位授与機構が平成18年５月に刊
行した『大学評価文化の展開－わかりやすい大学評価
の技法－』を海外向けに原稿の加筆・修正を行った
上，英訳版原案を作成するなどの取組は評価できる。

① 　大学等が実施している自己点検評価及
び外部評価に関する情報を収集、整理、
提供する。

① 　大学等が実施している自己点検評価及
び外部評価に関する情報を収集、整理
し、機構のウェブサイト等にて情報提供
を行う。

○

○

○

○

○

　大学等及び広く社会各方面のニーズにきめ細かく応えていくために，より情報の提供
に重心をおく必要があることから，「大学評価情報ポータルサイト」の構築に着手し
た。
　「大学評価情報ポータルサイト」は，各大学等の自己点検及び外部評価や教育研究に
関する発信情報（ウェブサイト上で公開されている情報）へのリンク集を中核とするサ
イトで，この他に機構が収集，整理した国内外の評価に関する情報や大学評価に関する
情報を，サイト利用者の様々なニーズに適った形で提供することを目指している。
　本ポータルサイトの構築に当たっては，関係法令等により各大学等の情報の積極的な
提供が要請されていること，また，当機構が各大学等に対して実施した「教育研究活動
に関する刊行物調査」の集計結果において，自己点検・評価報告書及び外部評価報告書
の約８割が公開されており，ウェブサイトにおける公開も年々増加していることから
も，各大学等の情報の積極的な提供の支援を行う必要があるとの観点から構築に着手し
た。
　大学評価情報ポータルサイトのサンプルページを作成し、機構のウェブサイト上で公
開するとともに、各国公私立大学、短期大学、高等専門学校に対して、情報提供を依頼
し、ポータルサイトに掲載する情報の収集、整理を行った。
　大学等から提供される自己点検・評価報告書及び外部評価報告書等の刊行物について
は，引き続き受け入れ，リスト化し，情報提供を行う。

○　大学評価情報ポータルサイトの構築は、大学評価
に関する内外の研究に貢献するものとして評価でき
る。

平成１８事業年度年度計画なし

平成１８事業年度年度計画なし

　国内外の大学及び評価機関の評価に関する
情報、評価に関する調査研究資料等の収集、
整理、提供

　国内外の大学及び評価機関の評価に関する
情報、評価に関する調査研究資料等の収集、
整理、提供

平成１８事業年度年度計画なし
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② 　国内外の高等教育に関する評価機関の
情報を収集、整理、提供する。

② 　国内外の高等教育に関する評価機関の
情報を収集、整理し、機構のウェブサイ
ト等にて情報提供を行う。

○

○

○

○

　国内の評価機関と定期的に評価制度に関する連絡会を開催するとともに，これらの機
関が実施するセミナー等に参加し，情報を収集した。
　また，平成20年２月に当機構主催で実施を予定しているAPQN年次総会の実施に先立
ち，APQN（Asia Pacific Quality Network）の当機構以外の正規会員機関である大学基
準協会及び日本技術者教育認定機構を含めて「2008APQN総会国内準備委員会」を発足さ
せ，緊密な連携のもと準備を進めており，その検討過程で，各機関における国際的質保
証に関する取組等についての意見交換を行った。
　諸外国・地域の高等教育に関する評価機関等の訪問（９カ国20機関），関係者の招へ
い（６カ国８機関11名）及び来訪者の受入（６カ国・地域６機関16名）により，当該
国・地域の高等教育の評価全般及び当該機関における評価に関する最新状況について，
情報収集及び意見交換を行った。また，INQAAHEなど高等教育の質保証に関する国際会
議等への参加を通じても，諸外国・地域の評価機関に関する情報を収集した。
　特に，英国のQAAとは，平成19年２月に高等教育質保証に関する覚書（MoU）を締結，
両機関の有する情報の交換を定期的に行うこととし，継続的かつ広範な情報収集を行う
体制を確立した。
　収集した情報は順次整理し，必要に応じて翻訳した上，機構内電子掲示板へ掲載し，
機構の行う評価事業への活用に供した。
　評価機関等の訪問，関係者の招へい及び来訪者の受入状況を機構ニュースにより発信
した他，北欧及び中国の高等教育評価に関するシンポジウム，公開講演会を実施し，資
料等をウェブサイトに掲載した。また，機構のウェブサイト上で公開しているリンク集
「世界の高等教育に関する評価機関」について，適宜リンクメンテナンスを実施すると
ともに，主要な評価機関及び当該機関における評価の状況がより把握しやすいように，
本リンク集の再整理を行うべく作業を進めた。

○　国内の評価機関と定期的に評価制度に関する連絡
会を開催するとともに，これらの機関が実施するセミ
ナー等に参加し，情報を収集した。
　また，平成20年２月に大学評価・学位授与機構主催
で実施を予定しているAPQN年次総会の実施に先立ち，
APQN（Asia Pacific Quality Network）の大学評価・
学位授与機構以外の正規会員機関である大学基準協会
及び日本技術者教育認定機構を含めて「2008APQN総会
国内準備委員会」を発足させ，緊密な連携のもと準備
を進めており，その検討過程で，各機関における国際
的質保証に関する取組等についての意見交換を行った
ことは評価できる。
○　諸外国・地域の高等教育に関する評価機関等の訪
問（９カ国20機関），関係者の招へい（６カ国８機関
11名）及び来訪者の受入（６カ国・地域６機関16名）
により，当該国・地域の高等教育の評価全般及び当該
機関における評価に関する最新状況について，情報収
集及び意見交換を行った。また，INQAAHEなど高等教
育の質保証に関する国際会議等への参加を通じても，
諸外国・地域の評価機関に関する情報を収集してい
る。
　特に，英国のQAAとは，平成19年２月に高等教育質
保証に関する覚書（MoU）を締結，両機関の有する情
報の交換を定期的に行うこととし，継続的かつ広範な
情報収集を行う体制を確立したことは評価できる。

③ 　高等教育機関の教育研究活動に関する
刊行物（シラバス、研究紀要等）及び刊
行物の所在等に関する情報を収集、整
理、提供する。

③ 　高等教育機関の教育研究活動に関する
刊行物（シラバス、研究紀要等）及び刊
行物の所在等に関する情報を収集、整理
し、機構のウェブサイト等にて情報提供
を行う。

○

○

○

○

○

　大学等及び社会各方面のニーズにきめ細かく応えていくためには，より情報の提供に
重心をおく必要があることから，「大学評価情報ポータルサイト」の構築に着手した。
　「大学評価情報ポータルサイト」は，各大学等の自己点検及び外部評価や教育研究に
関する発信情報（ウェブサイト上で公開されている情報）へのリンク集を中核とするサ
イトで，この他に機構が収集，整理した国内外の評価に関する情報や大学評価に関する
情報を，サイト利用者の様々なニーズに適った形で提供することを目指している。
　本ポータルサイトの構築に当たっては，関係法令等により各大学等の情報の積極的な
提供が要請されていること，また，当機構が各大学等に対して実施した「教育研究活動
に関する刊行物調査」の集計結果等において，全体の８割以上が公開されており，ウェ
ブサイトにおける公開も年々増加していることからも，各大学等の情報の積極的な提供
の支援を行う必要があるとの観点から構築に着手した。
　大学評価情報ポータルサイトのサンプルページを作成し、機構のウェブサイト上で公
開するとともに、各国公私立大学、短期大学、高等専門学校に対して、情報提供を依頼
し、ポータルサイトに掲載する情報の収集、整理を行った。
　刊行物自体の収集については，大学から提供のあった研究紀要等を受け入れるととも
に，シラバス等については，平成18年８月25日付けで「学生履修便覧等の資料提供につ
いて（依頼）」を送付し，各機関から関連資料を収集、整理し、情報提供を行った。

④ 　国内外の評価に関する調査・研究に関
する情報を収集、整理、提供する。

④ 　国内外の評価に関する調査・研究に関
する情報を収集、整理し、機構のウェブ
サイト等にて情報提供を行う。

○ 　国内外の他機関が開催するセミナー等に参加し，収集した情報は，評価研究部が実施
する調査研究会などの調査研究事業に活用したほか，研究成果として，調査研究会で取
りまとめた報告書や機構が刊行する学術誌『大学評価・学位授与』に掲載した。これら
の報告書及び『大学評価・学位授与』は機構のウェブサイトでも公開した。
　また，国内外の評価に関する調査・研究に関する情報については，評価事業部にて関
係資料等の保管を一元管理した。

⑤ 　機構が行った大学評価を中心とする我
が国における大学評価の動向等の情報を
外国語により提供する。

⑤ 　平成１７年度に機構が行った大学評価
を中心とする我が国における大学評価の
動向等の情報を外国語により提供する。

○

○

○

○

　機構が行う大学評価や我が国の大学評価制度等に関する英文説明資料（英文概要及び
プレゼンテーション資料）を作成し，国際会議や，諸外国・地域の評価機関訪問，関係
者の招へい及び来訪者対応等の場で活用し，情報提供を行った。
　我が国の大学評価について大学評価関係者及び広く国民の理解を得るため，機構が平
成18年５月に刊行した『大学評価文化の展開－わかりやすい大学評価の技法－』を海外
向けに原稿の加筆・修正を行った上，英訳版原案を作成した。
　日本の大学評価制度や動向を英語により提供する際，現状では用語の統一がとられて
いないことから，大学評価を中心とした高等教育の質保証関係の用語集の作成に着手し
た。平成18年度においては，英語版用語集作成のための日本語版原案を作成した。
　英文ウェブサイトによる情報提供の充実を図るため，機構の英文ウェブサイトのリ
ニューアルを実施するとともに，機構の大学評価に関する国際連携活動に関する情報を
中心にコンテンツを充実させた。

（２） （２） ○ 　学習の機会に関する
情報を体系的に収集、
整理するとともに、効
果的な情報提供を行っ
ているか。

○ 　学習機会を求める国民への情報提供として、「科目等履修生制度の開設大学一覧」や
「機構認定短期大学・高等専門学校専攻科一覧」を作成し機構のウェブサイトで公開し
た。
　また、国民や申請予定者等に事業内容や手続が分かりやすく、使いやすいウェブサイ
トを構築するための検討を行い、ページの構成及び内容等について改善・充実するとと
もに、学位授与に関する各種資料を積極的に公開したことにより、学位授与事業に係る
ウェブサイトのアクセス件数は、合計で約51万件であった。

○　国民や申請予定者等に事業内容や手続が分かりや
すく、使いやすいウェブサイトを構築するための検討
を行い、ページの構成及び内容等について改善・充実
するとともに、学位授与に関する各種資料を積極的に
公開したことにより、学位授与事業に係るウェブサイ
トのアクセス件数は、合計で約51万件に増加するなど
評価できる。

Ａ
　学習の機会に関する情報の収集、整理、提供　学習の機会に関する情報の収集、整理、提供
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① 　毎年度、「科目等履修生制度の開設大
学一覧」を作成し、本機構のウェブサイ
トにおいて公開する。

① 　「平成１８年度科目等履修生制度の開
設大学一覧」を作成し、本機構のウェブ
サイトにおいて公開する。

○ 　学位授与申請者に対する学習情報の提供の一環として、「科目等履修生制度の開設大
学一覧」を作成し、１月下旬にウェブサイトで公開した。
　なお、平成19年度版から冊子媒体では作成せずに、機構ウェブサイトでのみ公開する
こととした。ただし、ウェブサイトを利用できない個人からの申出には、随時、必要箇
所の写しを配付するなど、サービスの低下は起こらないよう配慮した。
　アクセス件数が、年合計で80,250件あり、また、科目履修のための申請時期には、月
に9,600件に達したことから、学習希望者等に有効に活用されている。

② 　毎年度、「大学評価・学位授与機構認
定短期大学・高等専門学校専攻科一覧」
を作成し、本機構のウェブサイトにおい
て公開する。

② 　平成１８年度大学評価・学位授与機構
認定短期大学・高等専門学校専攻科一
覧」を作成し、本機構のウェブサイトに
おいて公開する。

○ 　大学以外で学位の取得を目指す者が、学習の機会を探す際の利便に供するために、
「大学評価・学位授与機構認定短期大学・高等専門学校専攻科一覧」を作成し、１月下
旬にウェブサイトで公開した。
　なお、平成19年度版から冊子媒体では作成せずに、機構ウェブサイトでのみ公開する
こととした。ただし、ウェブサイトを利用できない個人からの申出には、随時、必要箇
所の写しを配付するなど、サービスの低下は起こらないよう配慮した。
　この一覧は、大学以外で学位の取得を目指す者が、学習の機会を探す上で非常に有効
な情報となっており、アクセス件数は、年合計で19,416件、月平均で約1,600件であっ
た。

③ 　学習の機会に関する情報の収集、整
理、提供に大学情報データベースシステ
ムを活用する。

④ 　ウェブサイトのアクセス件数について
年間４５万件以上のアクセス件数となる
ように、情報提供の充実を図る。

③ 　ウェブサイトのアクセス件数について
年間４５万件以上のアクセス件数となる
ように、情報提供の充実を図る。

○ 　学位授与事業に関心のある人々や申請予定者に事業内容や手続が分かりやすく、使い
やすいウェブサイトを構築するために、ページの構成及び内容等について改善・充実し
た。
　この結果、平成18年度の学位授与事業に係るウェブサイトのアクセス件数は、当初の
計画の45万件を上回る51万件となった。

　平成１８事業年度年度計画なし
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（１） （１） ○ 　評価システム及び学
位授与の改善・充実等
に資するため、国内外
の関連機関等と適切な
連携・協力を図ってい
るか。

○

○

○

○

　国内の各評価機関と「機関別認証評価制度に関する連絡会」を４回開催し，認証評価
制度を進めるための諸課題について意見交換を行うなど，連携協力を図った。
　諸外国の関係機関との情報共有，協力体制の構築及び各国・地域の個別動向の把握を
行い，また，諸外国からの来訪者を積極的に受入れ意見交換等を行い，情報の共有に努
めるとともに，諸外国の関係機関との協力体制のもと，シンポジウム，講演会を開催し
た。特に，英国QAAとの間で高等教育質保証分野での連携に関する覚書（MoU）を締結
し，今後の継続的な情報共有，協力のための体制整備を行った。
　国際連合教育科学文化機関（UNESCO）及び経済協力開発機構（OECD）における「国境
を越えて提供される高等教育の質保証に関するガイドライン」の策定，採択など，国際
的に活発化している高等教育の質保証に関する議論に参画するため，高等教育の質保証
機関の国際ネットワーク（INQAAHE），アジア太平洋圏における高等教育質保証に関す
る地域ネットワーク（APQN），UNESCO，OECD等の会合に積極的に参加した。
　川口理事がAPQNの理事に就任するなど，アジア太平洋地域での当機構のリーダーシッ
プを発揮する基盤整備を行った。

○　国内の他の評価機関とのコミュニケーションを進
めることは、公的機関である大学評価・学位授与機構
に期待される重要な役割である。
○　国際交流が積極的に行われていることは評価でき
る。今後、交流を深めながら認証評価制度の実施を通
じて、諸外国の関係機関から日本の大学が注目される
こととなるよう期待される。

① 　国内の他の評価機関との連絡協議会を
開催し、評価事業の円滑な実施に向けた
連絡調整や、協力して取り組むべき課題
に対する検討等を実施する。

① 　国内の他の評価機関との連絡協議会を
開催し、評価事業の円滑な実施に向けた
連絡調整や、協力して取り組むべき課題
に対する検討等を実施する。

○

○

　各評価機関の評価事業の円滑な実施に資するため，大学基準協会，短期大学基準協
会，日本高等教育評価機構と「機関別認証評価制度に関する連絡会」を４回開催し，認
証評価の実施をめぐる諸課題に対する意見交換，検討等を実施した。
　各評価機関が開催するシンポジウム等において，教職員が相互に講演する等により評
価機関の連携協力の強化を図った。

② 　INQAAHE（International Networkfor
Quality Assurance Agencies  in
Higher Education）に参加し、国際的な
高等教育の質の保証に関する論議に積極
的に参画するとともに、この場を通じ
て、諸外国の評価機関及び審査による学
位授与機関・組織等との情報の共有、協
力体制の構築などを図る。

② 　諸外国の評価機関及び高等教育の質保
証に関する組織等との情報の共有、協力
体制の構築等を図るとともに、INQAAHE、
OECD、UNESCO、APQN等の国際的な高等教
育の質の保証に関する諸機関との論議に
積極的に参画し、質保証に係る情報の発
信並びに海外の情報の収集及び情報提供
のための体制の整備を図る。

○

○

○

○

○

○

○

○

　評価システム等の改善・充実及び評価の国際的な通用力の確保という観点から、諸外
国の関係機関との情報共有、協力体制の構築及び各国・地域の個別動向の把握のため、
９カ国26機関を訪問した。
　８カ国・地域８機関の来訪を積極的に受入れ、当機構の内容理解を図るとともに、意
見交換等により情報の共有に努めた。
　在日公館などの協力を得るなどして、諸外国の関係機関との協力体制のもと、北欧５
カ国６名、中国５名、米国３名の専門家等を招へいし、シンポジウム、講演会を開催し
た。
　平成19年２月に英国のQAAとの間で高等教育質保証分野での連携に関する覚書（MoU）
を締結し、今後の継続的な情報共有、協力のための体制整備を行った。
　機構の評価の国際的な通用力の確保という観点から、UNESCO、OECDにおける「国境を
越えて提供される高等教育の質保証に関するガイドライン」の策定、採択（平成17
（2005）年）など、国際的に活発化している高等教育の質保証に関する議論に参画する
ため、当機構においてもINQAAHE、APQN、UNESCO、OECD等の会合に積極的に参加した。
　APQNに関しては、平成18年３月の2006総会（中国・上海）において、機構の働きかけ
により平成20（2008）年の総会を日本で開催することが決定したことに伴い、平成18年
９月に「2008APQN総会国内準備委員会」を設置、平成19年２月の2007総会（マレーシ
ア・クアラルンプール）において、「2008APQN総会実施準備委員会」を組織すると共
に、機構長が2008総会開催のPRを行った。
　平成18年12月に開催されたAPQN理事選挙において、当機構の川口理事が当選し、APQN
理事に就任する（任期は平成19年２月から２年間）など、アジア太平洋地域での当機構
のリーダーシップを発揮する基盤整備を行った。
　平成18年７月に当機構職員に対して機構の業務の国際的な通用力の確保の重要性等に
ついて意識醸成を図るため、文部科学省から講師を招へいし、『UNESCO/OECD「国境を
越えて提供される高等教育の質保証に関するガイドライン」研修会』を実施した。

○　平成19年２月に英国のQAAとの間で高等教育質保
証分野での連携に関する覚書（MoU）を締結し、今後
の継続的な情報共有、協力のための体制整備を行った
ことは評価できる。
○　APQNに関しては、平成18年３月の2006総会（中
国・上海）において、大学評価・学位授与機構の働き
かけにより平成20（2008）年の総会を日本で開催する
ことが決定したことに伴い、平成18年９月に
「2008APQN総会国内準備委員会」を設置、平成19年２
月の2007総会（マレーシア・クアラルンプール）にお
いて、「2008APQN総会実施準備委員会」を組織すると
共に、大学評価・学位授与機構長が2008総会開催のPR
を行った。また、平成18年12月に開催されたAPQN理事
選挙において、大学評価・学位授与機構の川口理事が
当選し、APQN理事に就任するなど、アジア太平洋地域
での大学評価・学位授与機構のリーダーシップを発揮
する基盤整備を行ったことは評価できる。

平成１８年度計画

（５）その他の業務（Ⅱ国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置）

評価の観点中期計画 委員コメント中期計画・年度計画に対する実績 評定

Ａ　国内外の他の関連機関等との連携・協力 　国内外の他の関連機関等との連携・協力
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③ 　日英高等教育に関する協力プログラム
を通じて、英国の大学評価機関等との協
力、共同研究体制等を確立する。

③ 　日英高等教育に関する協力プログラム
を通じて、英国の大学評価機関等との協
力、共同研究体制等を確立する。

○

○

○

○

　日英高等教育プログラムでは，機構は日本側推進委員会の事務局を担当し、機構長が
同委員会委員長を務めている。
　平成18年７月，日本側推進委員会を開催し，その結果について英国側とも調整を行っ
た結果，プログラムの第３フェーズとして，「高等教育に関する地域貢献プロジェク
ト」（平成19年１月～平成19年９月）を実施することとなり，平成19年５月予定の日本
側参加機関による英国へのビジット，平成19年６月予定の英国側参加機関による日本へ
のビジット及び高等教育ポリシー・フォーラムに向けた準備を進めた。
　平成18年12月，英国（エジンバラ）で開催された国際会議”Going Global ２ The
UK’s International Education Conference”（ブリティッシュ・カウンシル主催）
に機構から４名が参加し，機構長がこれまでの日英高等教育に関する協力プログラムの
実績について発表を行うとともに，引き続き開催された国際高等教育ポリシー・フォー
ラムにおいて，現状の二国間プログラムに加え，中国，インドなどとの多国間連携実施
の可能性等について協議を行った。
　英国のQAAと，平成19年２月に高等教育質保証分野での連携に関する覚書（MoU）を締
結した。本覚書に基づき，「高等教育の質保証に関する日英双方の用語集の作成」，
「評価機関の国際通用性に関するプロジェクト」等のプロジェクトを日英双方で実施し
ていくことで合意が得られたことを受け，プロジェクトの具体的な内容についてQAAと
連絡調整を行い，準備を進めた。

（２） （２） ○ 　機構の実施する事業
について広く国民の理
解促進等を図るため、
広報活動を適切に実施
しているか。

○

○

　機構の事業について、大学等関係者・学位授与申請者はもとより、広く国民の理解を
得るため，既存の広報活動に加え，①機構ニュースのウェブサイト化による迅速な情報
提供の実施，②認証評価に関する広報番組の作成・配信，③認証評価結果に関する新聞
広告の掲載，④機構近郊の教育機関と連携した広報活動の実施などを行った。
　ウェブサイトについては、情報掲載に要する期間の短縮及び新着情報掲載件数の増加
に努めたほか、サイトのリニューアルを行うなど改善を図り、前年度を大幅に上回るア
クセス件数を得た。

○　全国紙への評価結果の公表等、広報活動の強化・
充実は評価できる。

① 　機構の活動等を積極的に発信するた
め、広報誌、インターネット、魅力ある
ホームページ作り等の広報活動を通し、
評価事業及び学位授与事業について、国
民の理解の促進を図る。

① 　広報誌、インターネット、魅力ある
ホームページ作り等の広報活動を通し、
評価事業及び学位授与事業について、機
構の活動等を積極的に発信する。

○

○

○

○

○

○

○

　評価事業及び学位授与事業の円滑な実施並びに事業活動等の広報のため、広報誌及び
ウェブサイトを活用し積極的に情報発信を行った。
　認証評価が大学等の教育研究活動の改善に資するものであることをＰＲするため、平
成17年度に機構の認証評価を受けた大学を取材し、広報用番組を作成してウェブサイト
で配信した。
　広報誌「機構ニュース」（第42号～第46号）を発行し、各事業の事業活動について掲
載・情報発信を行った。なお、「機構ニュース」の発行については、機構ウェブサイト
との連携を図り戦略的かつ迅速な広報活動を実施するため、平成19年２月より従来の冊
子体での発行からウェブサイトでの発行へと発行形態を切り替え、４半期毎の発行から
毎月発行することとした。
　シンポジウム（日本－ノルディック公開シンポジウム）の開催を広報する手段の１つ
として、シンポジウムの開催内容をマスメディアに情報提供した。
　認証評価についてマスメディアを通じて広く国民に理解を得ることを目的に、平成18
年度認証評価結果公表翌日の全国紙に、機構ウェブサイトにおいて評価結果を公表して
いる旨の広告掲載を行った。
　平成18年度から本格稼働したウェブサイトコンテンツ管理システムにより、各事業担
当自らがウェブサイトへ情報掲載を行うことができ、情報掲載に要する期間の短縮が図
られたとともに新着情報掲載件数が増加した。また、サイトのリニューアルを行い、①
フレーム形式からテーブル形式への変更，②音声読み上げソフト利用者が画像情報を得
るための画像への文字情報の設定，③Google等の検索エンジンにおける「大学評価」の
キーワードでの機構ウェブサイトの上位表示への対応等を実施し，ウェブアクセシビリ
ティの向上を図った。
　各認証評価について分かりやすく説明した評価対象機関向けのリーフレットを作成
し，大学，短期大学，高等専門学校及び関係団体に送付した。

② 　ウェブサイトのアクセス件数について
の調査を行い、広報活動の充実に資す
る。

② 　ウェブサイトのアクセス件数について
の調査を行い、広報活動の充実に資す
る。

○ 　ウェブサイトのアクセス件数を月ごとに調査し、広報活動の成果を評価するのに役立
てるとともに、前年度のアクセス件数と比較し、利用動向を分析した。また、NOREN4を
導入したことにより、新着情報件数を増やすなどした結果、平成18年度のアクセス件数
は平成17年度と比較し、30万件増加の200万件であった。そのうち、大学評価事業関係
では約１７万件の増加、学位授与事業関係では約５万件の増加となった。

○　ウェブサイトのアクセス件数を月ごとに調査し、
広報活動の成果を評価するのに役立てるとともに、前
年度のアクセス件数と比較し、利用動向を分析した。
また、NOREN4を導入したことにより、新着情報件数を
増やすなどした結果、平成18年度のアクセス件数は平
成17年度と比較し、30万件増加の200万件であった。
そのうち、大学評価事業関係では約１７万件の増加、
学位授与事業関係では約５万件の増加となったこと
は、評価できる。

　広報活動の実施 　広報活動の実施 Ａ

項目別－25



（３） （３） ○ 　評価についての普及
活動（シンポジウムや
セミナー等）を適切に
実施しているか。

○

○

○

○

○

　大学評価に関するシンポジウム「大学評価への期待」を大阪で開催し，また，大学，
短期大学，高等専門学校及び法科大学院の各認証評価について説明会をそれぞれ開催
し，さらに，大学や関係諸機関等が開催する講演会等に積極的に参加し，評価に係る事
項等について説明を行った。
　国外の評価機関等との連携・協力により，平成18年８月に公開研究会「授業評価で大
学をどう変えるか－アメリカにおける取組みと成果－」，平成18年９月に日本ーノル
ディック公開シンポジウム「大学評価をどのように活かすか」，平成18年11月に公開講
演会「中国の高等教育における躍進」をそれぞれ開催した。
　我が国の大学等の評価について，広く国民の理解を得ることを目的として，「大学評
価文化の展開－わかりやすい大学評価の技法－」を刊行した。また，国内の諸評価機関
が実施している評価事業，海外の大学評価への取組などをまとめた第２巻の刊行の準備
を進めた。
　各大学等の自己評価担当者等を対象とした「自己評価担当者等に対する説明会」及び
国立大学法人等を対象としたセミナー「大学情報データベースと評価への活用」を開催
した。
　シンポジウム及び自己評価担当者に対する研修会等の開催の都度，参加者に対してア
ンケート調査を実施し，そのアンケートを活用し，今後の実施するシンポジウム等の内
容の充実を図る。

○　大学評価・学位授与機構を中心とする努力の結
果、評価に関するコンセンサスが生まれつつあること
は、評価文化の前進であり評価できる。

① 　評価に関するシンポジウム等の開催
　機構や、国内外の評価機関が実施する
評価の状況や、評価に関する研究成果等
を活用したシンポジウムを年３回以上開
催する。

① 　評価に関するシンポジウム等の開催
　機構や、国内外の評価機関が実施する
評価の状況や、評価に関する研究成果等
を活用したシンポジウムを３回以上開催
する。

○

○

○

○

○

　今後の認証評価をはじめとする大学評価の目指すべき方向性等について探るため，大
学評価に何を期待するかという観点から，大学関係者に加え，高等学校等関係者や経済
産業界関係者も交えて「大学評価への期待」と題する大学評価シンポジウムを大阪で開
催した。
　大学，短期大学，高等専門学校及び法科大学院の各認証評価について，各大学等に十
分な理解を得るためにそれぞれ説明会を開催し，機構が行う認証評価の趣旨，評価基準
等について説明を行うとともに，質疑応答を通じて大学等の理解を深めた。
　シンポジウム及び説明会等においては，機構が行う認証評価のリーフレットを配付す
るなど積極的に機構の認証評価について周知を図った。
　機構の評価事業が広く国民に認知され，理解が得られることを目的として，大学や関
係諸機関等が開催する講演会等に積極的に参加し，評価に係る事項等について説明を
行った。（平成18年度は年22回）
　我が国の大学等の評価について，広く国民の理解を得ることを目的として，大学評
価・学位授与機構大学評価シリーズを刊行することとし，その初刊として，評価の意義
や目的，評価の方針・特色，機構の評価基準の内容など評価に関する基本的事項につい
てわかりやすく解説した書誌，「大学評価文化の展開－わかりやすい大学評価の技法
－」を平成18年５月に刊行した。また，国内の諸評価機関が実施している評価事業，海
外の大学評価への取組などをまとめた第２巻の刊行の準備を進めた。
　北欧５ヶ国の大学評価関係者を招へいするとともに，日本－ノルディック公開シンポ
ジウム「大学評価をどのように活かすか」を実施した。
　また，平成17年度から開始したシリーズ『アジアにおける大学評価』の第２回目とし
て，公開講演会「中国の高等教育における躍進」を開催した。
　さらに，評価研究部における調査研究の一環として、ペース大学（米国）等から研究
者を招へいし、公開研究会「授業評価で大学をどう変えるか－アメリカにおける取組み
と成果－」を実施した。
　これらの交流を契機として、国外の評価機関等との連携・協力体制を強化することが
できた。

② 　各大学等の評価担当者等に対するセミ
ナーの実施
　各大学等の自己点検・評価業務等を担
当する者に対するセミナー等を年１回以
上実施する。

② 　各大学等の評価担当者等に対するセミ
ナーの実施
　各大学等の自己点検・評価業務等を担
当する者に対するセミナー等を年１回以
上実施する。

○

○

　大学等の自己評価担当者に対し，評価に対する理解を深め，評価業務の円滑な実施に
資することを目的として，大学機関別認証評価，短期大学機関別認証評価，高等専門学
校機関別認証評価及び法科大学院認証評価のそれぞれについて，自己評価担当者に対す
る研修会を開催した。
　各国立大学法人等の大学情報データベースについての理解を深めるために，平成19年
２月に「大学等のデータベースの取組等に関するセミナー」を開催した。

③ 　上記のシンポジウムやセミナー等の参
加者に対しアンケート調査を実施し、そ
の改善に資する。

③ 　上記のシンポジウムやセミナー等の参
加者に対しアンケート調査を実施し、そ
の改善に資する。

○

○

　大学評価シンポジウム，国外の評価機関等との連携・協力によるシンポジウム及び自
己評価担当者等に対する研修会の参加者に対し，アンケート調査（８回）を実施した。
　アンケート調査結果を踏まえ，平成19年度以降の開催場所，時間，テーマ及び研修内
容について改善を図る。また，自己評価担当者等に対する研修会については，開催時期
を早めることや，認証評価と合わせて開催することで参加しやすくなるなどの改善を図
る。

○　大学評価シンポジウム，国外の評価機関等との連
携・協力によるシンポジウム及び自己評価担当者等に
対する研修会の参加者に対し，アンケート調査（８
回）を実施し、アンケート調査結果を踏まえ，平成19
年度以降の開催場所，時間，テーマ及び研修内容につ
いて改善を図る。また，自己評価担当者等に対する研
修会については，開催時期を早めることや，認証評価
と合わせて開催することで参加しやすくなるなどの改
善を図るなどの取組は評価できる。

Ａ　大学等の評価に関する普及活動の実施　大学等の評価に関する普及活動の実施

項目別－26



（１） （１） ○ ○ 　機構の業務運営に関する重要事項を審議する評議員会、事業の運営実施に関する事項
を審議する運営委員会、評価事業を行う大学評価委員会等及び学位授与事業を行う学位
審査会等に大学の学長、学長経験者、大学の教授、産業界等各方面の有識者等の参画を
得て運営した。これらの組織では、業務（事業）の内容に関し、幅広い見地から審議が
行われ、機構の適切な運営のために重要な役割を果たした。

Ａ ○　大学評価・学位授与機構の業務運営に関する重要
事項を審議する評議員会等に大学の学長、学長経験
者、大学の教授、産業界等各方面の有識者等の参画を
得て、業務（事業）の内容に関し、幅広い見地から審
議が行われ、評価等に関するコンセンサスを図る努力
が適切になされていることは評価できる。

① 　評価事業及び学位授与事業実施に関する組
織評価事業及び学位授与事業の実施にあた
り、次に掲げる組織に大学関係者及び学識経
験者等の参画を得て運営を行う。
　　ア　大学機関別認証評価委員会
　　イ　短期大学機関別認証評価委員会
　　ウ　高等専門学校機関別認証評価委員会
　　エ　法科大学院認証評価委員会
　　オ　国立大学教育研究評価委員会
　　カ　学位審査会

○

○

　評価事業における各委員会
・「大学機関別認証評価委員会」，「短期大学機関別認証評価委員会」，「高等専
　門学校機関別認証評価委員会」及び「法科大学院認証評価委員会」について，国
　公私立大学等の関係者及び社会，経済，文化等の各方面の有識者の参画を得て，
　公正かつ適切な認証評価を行った。
・「国立大学教育研究評価委員会」について，大学関係者及び広く関係各界からの
　有識者の参画を得て，中期目標期間終了時における国立大学法人等の教育研究
　評価の進め方について議論を深めた。
　学位授与事業における学位審査会
　学位審査会は、国公私立大学の教員等で高度な学識を有する者の参画を得て、適
切な審査体制を確立し、十分な審査を行った。

② 　評議員会
　各界・各層の学識経験者で構成する評議員
会を組織し、機構の業務運営に関し、幅広く
高い識見に基づき重要事項の審議を行う。

○ 　機構の業務運営に関する重要事項を審議するため、大学等に関し広くかつ高い識見を
有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の参画を得て、
適切な審議体制を確立している。平成18年度は６月、10月及び３月に開催し、業務方法
書の変更、中期計画の変更、平成19年度年度計画、評価及び学位審査に関する各種委員
会の委員の選考等、機構の運営に関する重要事項について審議を行った。
　その審議において、広報については大学等関係者への情報提供が重要であること、日
本の大学全体の活性化につながる評価が必要なこと及び短大の認証評価の仕組みについ
て今後関係機関間で連携・協調の在り方を検討する必要があることなどの意見をいただ
き、それらを業務運営及び大学評価事業、学位授与事業の運営に反映させた。

③ 　運営委員会
　機構の教授並びに大学の学長及び教員その
他学識経験のある者から構成する運営委員会
を組織し、機構の事業の運営実施に関し審議
を行う。

○ 　運営委員会は、大学関係者及び学識経験者の参画を得て、６月、10月、２月及び３月
に開催し、評議員会の審議事項との調整を図りつつ、機構の事業の運営実施について審
議を行った。
　その審議において、教員人事について任期制を導入するにあたっては優秀な人材の確
保に留意すべきであること及び認証評価によって改善につながった大学等の事例を示す
ことが重要であることなどの意見をいただき、それらを業務運営及び大学評価事業、学
位授与事業の運営に適切に反映させた。

○　運営委員会の審議において、教員人事について任
期制を導入するにあたっては優秀な人材の確保に留意
すべきであること及び認証評価によって改善につな
がった大学等の事例を示すことが重要であることなど
の意見を受け、それらを業務運営及び大学評価事業、
学位授与事業の運営に適切に反映させていることは評
価できる。

（２） （２） ○ 　各事業の業務の実績
に係る自己点検・評価
を適切に実施している
か。

○

○

○

　平成17年度の各事業の業務の実績に係る自己点検・評価においては，監事２人を含む
自己点検・評価委員会等で十分な審議を重ね，年度計画を十分に履行し中期計画の達成
に向かって着実に成果を上げているとの結果を得ていることは評価できる。
　平成18年度の各事業の業務の実施について，自己点検・評価委員会において業務の進
捗状況を点検するなど，機構全体で進行管理に努めたほか，文部科学省独立行政法人評
価委員会からの評価結果等に関しても，指摘事項への対応方針について検討した上，平
成18年度以降の業務にどのように反映させるかについて整理・分析し，着実に取り組み
を行うなど，自己点検・評価に基づき，業務の適正な実施に努めている。
　平成19年度に，外部の有識者で構成される組織において，平成16年度から平成18年度
までの自己点検・評価の結果等についての検証を実施することから、自己点検・評価委
員会の下に自己点検・評価委員会ワーキンググループを設置して検証方法やスケジュー
ルの策定及び委員の人選等について検討を行うなど，外部検証の実施に向けて準備を
行っていることは評価できる。

Ａ ○　平成17年度の各事業の業務の実績に係る自己点
検・評価においては，監事２人を含む自己点検・評価
委員会等で十分な審議を重ね，年度計画を十分に履行
し中期計画の達成に向かって着実に成果を上げている
との結果を得たことは評価できる。
○　平成18年度の各事業の業務の実施について，自己
点検・評価委員会において業務の進捗状況を点検する
など，大学評価・学位授与機構全体で進行管理に努め
たほか，文部科学省独立行政法人評価委員会からの評
価結果等に関しても，指摘事項への対応方針について
検討した上，平成18年度以降の業務にどのように反映
させるかについて整理・分析し，着実に取り組みを行
うなど，自己点検・評価に基づき，業務の適正な実施
に努めている。
○　評議員会、運営委員会において、外部有識者等か
らの高い識見に基づく意見を取り入れる体制を整え，
その意見を業務に反映させており，大学等を取り巻く
環境に十分配慮しつつ業務運営の透明性を確保すると
ともに，効率的・効果的な業務の実施に向けた改善が
図られている。
○　平成19年度に，外部の有識者で構成される組織に
おいて，平成16年度から平成18年度までの自己点検・
評価の結果等についての検証を実施するため、自己点
検・評価委員会の下に自己点検・評価委員会ワーキン
ググループを設置して検証方法やスケジュールの策定
及び委員の人選等について検討を行うなど，外部検証
の実施に向けて準備を行っていることは評価できる。

２　業務運営及び財務内容

平成１８年度計画 評価の観点

（１）業務運営（Ⅱ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置）

評定 委員コメント中期計画・年度計画に対する実績中期計画

　大学関係者及び有識
者等の参画を得た業務
運営等を実施している
か。

　毎年度、自己点検・評価を行う。その際、業務
の成果等に係る各種調査を実施するとともに、そ
の結果を整理・分析して、自己点検・評価に反映
させる。
　さらに、次期中期目標期間における業務の改善
等に資する観点から、外部の有識者で構成される
組織において、平成１９年度～２０年度の間に、
自己点検・評価の結果についての検証等を実施
し、その結果に基づき、業務の見直しを図る。な
お、その際には、大学等の評価、学位授与、調査
及び研究並びに情報の収集、整理、提供の各業務
の連携を図り、効果的、効率的な業務運営を視野
に入れることとする。

　大学関係者及び有識者等の参画を得た業務運
営等

  自己点検・評価の実施
　平成１７年度の各事業の業務の実績に係る自
己点検・評価を実施する。その際、業務の成果
等に係る各種調査を実施するとともに、その結
果を整理・分析して、自己点検・評価に反映さ
せる。
　また、自己点検・評価の結果に基づき、必要
に応じて、業務の見直し、改善を図る。

　事業の実施にあたり、評価事業については大学
評価委員会等（大学、短期大学、高等専門学校の
教育研究等の総合的状況に関する評価を担当する
それぞれの委員会、法科大学院の教育研究活動の
状況に関する評価を担当する委員会、国立大学法
人評価委員会からの要請に基づく国立大学・大学
共同利用機関の教育研究活動に関する評価を担当
する委員会をいう。）及び学位授与事業について
は学位審査会とそのもとに置かれる委員会に、大
学関係者及び有識者等の参画を得て運営する体制
の整備を図る。
　また、調査研究業務、情報提供業務及び管理運
営業務についても、大学関係者及び有識者等の参
画を得て運営する体制の整備を図る。
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1 1 ○ Ａ
○　限られたりソースでの効率化努力がなされている
ことは評価できる。

① 　恒常的な省エネルギー化に対応するため、
光熱水量の節約に努めるとともに、省エネル
ギー化のための環境整備を進める。

① 　恒常的なルーチン業務等のアウトソーシン
グを検討するとともに、省エネルギー化に対
応するため、光熱水量の節約及び省エネル
ギー化のための環境整備に努める。

○ 　給与計算業務等のアウトソーシング、派遣職員の受け入れを行った結果、前年度の超
過勤務手当と比較し、14,197千円を削減した。また、執務室の空調設備の自動運転時間
の短縮、クールビズ・ウォームビズによる冷暖房温度設定（夏季28℃、冬季19℃）の徹
底など、光熱水量の節約に対して積極的な取り組みを実施した。その結果、前年度の光
熱水量と比較し、それぞれ電気使用量261,480kw、水道使用量1,231? などの節約が図ら
れ、光熱水量に係る全体経費として2,580千円を削減した。

○　派遣職員の受入れは、経費の削減に役立つが、業
務の質を維持し、職場のコミュニケーションが良好に
保つたれるよう留意する必要がある。

② 　グループウェアの活用により、情報伝達の
迅速化、情報の共有化、ペーパーレス化を進
め、用紙代を削減する。

② 　グループウェアをはじめとするＩＴの積極
的な活用を進め、情報伝達の迅速化、情報の
共有化、ペーパーレス化等の対策に取り組
む。

○ 　共有フォルダによる情報の共有化、通知文書等のグループウェア及び電子メールによ
るペーパーレス化の徹底、大型ディスプレイの活用を行った。また、紙媒体で作成、送
付していた報告書、広報誌等の印刷物を電子媒体でウェブサイトに掲載するなどの取り
組みを行った結果、複写機に要する経費、印刷製本費及び通信運搬費の削減が図られ、
前年度と比較し、6,237千円を削減した。

③ 　印刷製本及び配付に係る経費については、
外部への提供手段の見直しを行い、ウェブサ
イト等への情報掲載を推進する。

③ ○
○　随意契約の見直しについて、一般競争入札の実
施、随意契約によることができる場合の基準額を超え
たものについての公表など、取組を始めていることは
評価できる。

④ 　消耗品等の一括購入の推進や競争性を確保
した契約等をさらに進める。

　業務については、既存経費の見直しを行い、業
務の効率化を進め、一般管理費（退職手当を除
く。）について、毎事業年度につき、３％以上の
削減を図るほか、その他の事業費（退職手当を除
く。）について、毎事業年度につき、１％以上の
削減を図る。
　例えば、次のような措置を講ずる。

　業務については、既存経費の見直しを行い、業
務の効率化を図る。また、一般管理費（退職手当
を除く。）については、計画的削減に努め、平成
１７年度実績に比較して３％以上の削減を図るほ
か、その他の事業費（退職手当を除く。）につい
て、平成１７年度実績に比較して１％以上の削減
を図る。
　例えば、次のような措置を講ずる。

　
　ルーチン業務のアウトソーシング化及び省エネルギー化の推進、ＩＴの積極的な活
用、競争性を確保した効率的な調達などの見直しを行った。その結果、平成17年度実績
に比較し、一般管理費（退職手当を除く。）については 6.09％、その他の事業費（退
職手当を除く。）については 1.88％を削減した。

中期計画 平成１８年度計画 評価の観点

（１）業務運営（Ⅰ　業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置：評定Ａ）

評定

　競争性を確保した契約等をさらに進めると
ともに、他機関との共同購入を実施する。

○

○

○

　既存経費の見直し、
業務の効率化を図って
いるか。

　業務の合理化を図る
ための措置を適切に実
施しているか。

　必要に応じて組織の
見直しや、人員の適正
配置を行っているか。

委員コメント中期計画・年度計画に対する実施状況

　
　日常的な事務用消耗品の一括購入やコピー用紙の単価契約、一般競争入札の実施、複
写機の複数年リース契約の継続、他機関との消耗品の共同購入を行った結果、前年度と
比較し、475千円を削減した。なお、平成１８年１１月より随意契約によることができ
る場合の基準額を超えたものについては、機構のウェブサイトで公表を行っている。
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 Ⅳ　財務内容の改善に関する事項（中期目標）

  １　予算の適正かつ効率的な執行
      予算の執行に関して、適正かつ効率的に執
    行する仕組みの構築を図る。
  ２　固定的経費の削減
      管理業務の節減を行うとともに、効率的な
    施設運営を行うこと等により固定的経費の節
　　減を図る。

○ 　予算の適正かつ効率
的な執行を図っている
か。

○

○

　適正な事業別予算管理
（１）セグメント区分の設定
　　　業務の説明責任の観点から、業務別に適正な予算管理を行うため、業務ごとのセグ
　　メント情報を開示した。
（２）予算の執行管理
　　　予算が業務別に計画どおり適正に執行されているかを四半期毎にモニタリングを行
　　い、随時、執行状況に応じてヒアリングを実施し、効率的な執行に努めた。また，平
　　成18年度からは，財務会計システムにより，各事業を担当する部門においても予算執
　　行状況及び予算残高を確認できるように対応した結果，各事業を担当する部門から評
　　価手数料収入及び学位審査手数料収入に係る経費の執行状況を確認できるようになる
　　など，財源別財務情報の把握及びコスト管理の徹底に努めた。
　適正な資金計画
　現金の手許有高に不足が生じないように、収入予定時期及び支出予定時期を把握し適正な資金
計画を策定するとともに、日々、現金の手許有高と現金出納帳の照合を行った。

Ａ

○

○

　監査の実施
・独立行政法人大学評価・学位授与機構内部会計監査規則に基づき，機構における予算執
　行及び会計処理の適正を期すことを目的とし，内部会計監査を12月20日から22日の３日
　間に亘り実施した。なお，平成18年度は監査期間を前年度より１日増やすとともに，会
　計監査に関し専門的知識を有する第三者を監査人に加え，監査体制の充実を図った。科
　学研究費補助金の内部監査についても，10月19日及び10月23日の２日間に亘り実施し，
　適正な使用確保に努めた。
・前年度に引き続き，監査法人と監査契約を締結し，内部統制の強化を図ることにより，
　財務の状況に関する監査を充実させ，厳格な会計処理を行った。
・監事監査については，平成17年度財務諸表及び業務実績報告書に対する意見聴取を６月
　に行い，監査機能の充実を図った。
　固定的経費の削減状況
  効率的な業務運営を行うことにより、光熱水量に係る経費、コピー用紙購入に要する経費、印
刷製本及び配付に要する経費、消耗品等の一括購入費等などの固定的経費44,320千円の削減を
行った。
　また、超過勤務手当等の人件費を削減するため、恒常的なルーチン業務等のアウトソーシング
の結果、前年度の超過勤務手当と比較し、14,197千円を削減した。

Ⅲ　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支
　計画及び資金計画

　１　予算　　　　略
　２　収支計画　略
　３　資金計画　略
  ４　人件費の削減
　    平成２２年度の常勤役職員に係る人件費
    を平成１７年度（１，１０９百万円）に比
    べて５．０％以上（平成２０年度までには
    概ね３％以上）削減する。ただし、平成１
    ８年度以降の人事院勧告を踏まえた給与改
    定分については、削減対象から除く。な
　　お、人件費の範囲は報酬（給与）、賞与、
　　その他の手当であり、退職金、福利厚生費
　　（法定福利費及び法定外福利費）は含まな
　　い。その際、国家公務員の給与構造改革を
　　踏まえ、役職員の給与について、必要な見
　　直しを行う。

Ⅲ　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支
　計画及び資金計画

　１　予算　　　　略
　２　収支計画　略
　３　資金計画　略
　４  人件費の削減
　　　国家公務員の給与構造改革を踏まえた役
　　職員給与の必要な見直しを行う。また、そ
　　の影響額等も見通した上で、平成20年の常
　　勤役職員に係る人件費を平成17年度に比べ
　　て概ね３％以上削減するために必要な計画
　　を立てる。

１　予算
    収入については，大学等認証評価事業における申請校が見込数に比べ多かったこと
  及び奨学寄付金の受け入れにより差違が生じた。
　　支出については，恒常的なルーチン業務のアウトソーシングを行ったことなどによ
  り，人件費に差違が生じた。なお，中期計画で予定した本事業年度に実施すべき業務
  については計画どおりに実施済みであり，業務の未達成による運営費交付金債務の翌
  事業年度への繰越額はない。
２　収支計画
    恒常的な光熱費や消耗品等の経費の削減により効率化を図ることができ，その分機
  械警備の導入に係る経費などの施設整備に充てたため，差違が生じた。
３　資金計画
    業務活動の資金支出については，見込数に比べ大学等認証評価事業の申請校数が多
  かったことなどによる業務量の増大のため差違が生じた。
　　また，投資活動の資金支出については，固定資産の取得額を低く抑えたため差違が
  生じた。
４　人件費の削減
　　国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員給与の必要な見直しを行い，平成20年
　度の常勤役職員に係る人件費を平成17年度に比べて概ね３％以上削減するために必要
　な計画を立てた。
　　また，派遣職員受け入れ等により常勤職員に係る超過勤務を縮減すること及び西東
　京地区３国立大学において大学等実務研修中の職員４人に係る人件費を半年間出向先
　大学が負担することなど，平成18年度の常勤役職員の人件費を削減するための方策を
　実施した。

　Ⅳ　短期借入金の限度額

　　１　短期借入金の限度額６億円
　　２　短期借入金を必要とする事態としては、
　　　運営委交付金の受入れに遅延が生じた場
　　　合、予定していない退職手当の支出などに
　　　より緊急に資金が必要となる場合が想定さ
　　　れる。

　Ⅳ　短期借入金の限度額

　　１　短期借入金の限度額６億円
　　２　短期借入金を必要とする事態としては、
　　　運営委交付金の受入れに遅延が生じた場
　　　合、予定していない退職手当の支出などに
　　　より緊急に資金が必要となる場合が想定さ
　　　れる。

　Ⅴ　重要な財産の処分等に関する計画
　　　なし

　Ⅴ　重要な財産の処分等に関する計画
　　　なし

　Ⅵ　剰余金の使途

　　１　評価業務の充実
　　２　学位授与業務の充実
　　３　調査研究業務の充実
　　４　情報収集・整理・提供業務の充実

　Ⅵ　剰余金の使途

　　　機構の決算において、剰余金が発生したと
　　きは、評価業務、学位授与業務、調査研究業
　　務及び情報収集・整理・提供業務の充実に充
　　てる。

○　業務の説明責任の観点から、業務別に適正な予算
管理を行うため、業務ごとのセグメント情報を開示し
たことは評価できる。
○　効率的な業務運営を行うことにより、光熱水料に
係る経費、印刷製本及び配付に要する経費、消耗品等
の一括購入費等の固定的経費44,320千円の削減が行わ
れた。また、超過勤務手当等の人件費を削減するた
め、市場化テストの導入を視野に入れた恒常的なルー
チン業務等のアウトソーシングの結果、前年度の超過
勤務手当と比較して、14,197千円削減されていること
は評価できる。
○　国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員給与
の必要な見直しを行うなど人件費削減に努めているこ
とは評価できる。
○　監査法人による固定資産についての減損調査を行
うことにより、減損の状況を把握するなど、適切な対
応がなされている。

委員コメント中期計画・年度計画に対する実績 評定評価の観点平成１８年度計画

（２）財務内容（Ⅲ～Ⅵ　財務内容の改善：評定Ａ）
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（１） （１）

○

○

○

　職員の計画的かつ適
正な配置を行っている
か。

　職員の専門的な能力
の向上を図るため、研
修を適切に実施してい
るか。

　教員の公募制によ
り、幅広く人材を求め
ているか。
 
 �

○

○

○

○

　各課における担当業務の実績を踏まえたうえで、今後の業務量の変動見込みを行い、
業務量に応じた係体制等の整備及び人員配置を行ったことにより、機構が行う事業を適
切に遂行することができた。
　企画調整会議の定例化、全体協議会の廃止など機構内委員会の見直しを行い、管理運
営の効率化を図った。
　大学等実務研修及びパソコン研修等の実践的研修の実施及び外部機関が実施している
専門的研修等に多数の職員が参加したことにより、職員の資質の向上等が図られた。
　教員の採用については、公募により18人の応募の中から即戦力となる２人の教員を確
保することができた。

Ａ
○　今後の業務量の増加が予想される中で、政府の方
針に沿って人件費削減の効率化の努力がなされてい
る。なお、この対応により職員の負担増や業務の質の
低下を招きかねないことに留意する必要がある。

①   業務運営の効率化を推進し、業務量の変動
に応じた柔軟な組織体制を構築するととも
に、人事交流により質の高い人材の確保を図
り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。

①   業務運営の効率化を推進し、業務量の変動
に応じた柔軟な組織体制を構築するととも
に、人事交流により質の高い人材の確保を図
り、職員の計画的かつ適正な配置を行う。

○

○

○

　国際連携センターには、業務推進のため教員２人を増員（１人→３人）し、評価事業
部には、業務量の増加に対応するため、６人の増員（65人→71人）を行い、業務量に応
じた人員配置を実施した。
　他機関との人事交流を継続して実施（47機関73人）し、組織の活性化と機構の業務に
即応できる人材を確保することができた。また、業務の継続性を勘案した新規採用職員
については、１人採用した。
　人事交流者と機構採用職員の配置については、機構の業務が円滑に実施できるように
するとともに、評価業務に関する人材育成等に配慮しながら、計画的に実施している。

②   特に事務系職員など、職員の専門的な能力
の向上を図るため、実践的研修を実施すると
ともに専門的研修事業の活用を行う。

②   特に事務系職員など、職員の専門的な能力
の向上を図るため、実践的研修を実施すると
ともに専門的研修事業の活用を行う。

○ 　機構において実践的研修を実施するとともに、外部機関が実施している専門的研修に
事務系職員を積極的に参加させ、職員の能力の向上を図った。
　①　実践的研修等（機構実施）
　　・情報セキュリティポリシーに関する説明会（４月３日実施、48人参加）
　　・学位授与事業に関する研修（４月５日実施、58人参加）
　　・評価事業に関する研修（４月６日及び８月４日実施、58人及び64人参加）
　　・パソコン研修（６月・７月の８日間実施、延べ39人参加）
　　・英会話研修（11月～３月週２回英会話学校に通学、３人参加）
　②　専門的研修等（外部機関実施）
　　・財務、監査業務、著作権制度、情報システム及び衛生管理に関する研修等
　　　（14件の研修、講習、セミナー、32人参加）
　③　大学等実務研修
　　・西東京地区の５大学に機構採用職員６人派遣
　　（12ヶ月１人、９ヶ月１人、６ヶ月４人）
　④　文部科学省関係機関職員行政実務研修
　　・文部科学省に機構採用職員２人派遣（12ヶ月２人）

③   教員の採用に公募制を用い、幅広く人材を
求める。

③   教員の採用に公募制を用い、幅広く人材を
求める。

○ 　機構のウェブサイト等を活用した公募により、幅広く人材を求めた結果、大学はもと
より国の研究機関及び民間機関からも応募者があり、即戦力となる有用な人材を確保す
ることができた。

○　機構のウェブサイト等を活用した公募により、幅
広く人材を求めた結果、大学はもとより国の研究機関
及び民間機関からも応募者があり、即戦力となる有用
な人材を確保していることは評価できる。

（２） （２） ○ 　平成18年度期初の常勤職員数　　148人
　平成18年度期末の常勤職員数　　138人（△10人）

委員のコメント中期計画・年度計画に対する実績 評定評価の観点中期計画 平成１８年度計画

（３）人事に関する事項（Ⅶ　その他主務省令で定める業務運営に関する事項：評定Ａ）

人事に関する計画

　方針

人事に関する計画

　方針

　人員に係る指標
　常勤職員数（期限付職員を除く。）について
は、その職員数の抑制を図る。
   （参考１）
    ①　期初の常勤職員数１４９人
    ②　期末の常勤職員数見込み１４９人

   （参考２）
　　中期目標期間中の人件費総額
　　中期目標期間中の人件費総額見込み
                ５，４００百万円
　ただし、上記の額は、常勤役員及び常勤職員
に対する報酬（給与）、賞与、その他の手当
であり、退職金、福利厚生費（法定福利費及
び法定外福利費）は含まない。

　人員に係る指標
　常勤職員数（期限付職員を除く。）について
は、適宜、業務等を精査し、職員数の適正に努
める。

項目別－30




